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情報発信の拡充を行い，金融政策決定会合に関する様々な資料が公に
利用可能となった．本稿では，同法の施行から四半世紀の期間を対象
として，日本銀行から公表された各種情報を整理し，金融政策決定会
合に関するクロノロジーをまとめた．
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Abstract
The new Bank of Japan Act, which came into effect in April 1998, stipulates that the

Bank of Japan shall autonomously implement monetary policy and strive to enhance
the transparency of its policy operations. Under this Act, the Bank of Japan expanded
its communication efforts, making various documents related to its Monetary Policy
Meetings publicly available. Compiling information released by the Bank of Japan over
the 25 years since the Act’s enactment, this study creates a comprehensive chronology
of the Monetary Policy Meetings.
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1. はじめに

1998 年 4月，新しい日本銀行法（以下，新日銀法）が施行され，金融政策に関する日本銀行（以
下，日銀）の自主性の尊重と，意思決定の内容および過程に関する透明性の確保が明記された．同
法では，日銀は自主性を持って金融政策を行うとともに，金融政策運営の内容を国民に明らかにす
ることが求められている．そうしたもとで，日銀は金融政策運営の透明性を高めるための様々な取
り組みを行ってきた．すなわち，同法のもと，金融政策決定会合がどのような形でいつ行われ，そ
こでどのような議論があったのか，そうした記録を公表することになった．また，そうした記録の
公表を可能かつ適切な範囲で早期化できるように取り組んできた．
日銀のウェブサイトでは，新日銀法施行後の金融政策決定会合に関する多くの資料が掲載されて

いる．また，日銀の一挙手一投足は新聞や通信社によって報道されるため，金融政策決定会合に関
する記事も多く存在している．もっとも，そうした各種の記録を一覧性のある形で整理した研究は
存在しない．日本銀行は，2023年から 2024年にかけて「金融政策の多角的レビュー」（日本銀行，
2024）を行い，同法施行後における金融政策の変遷について整理を行っているが，政策の効果と
副作用に関する議論に主眼が置かれている．それ以前に行った「総括的検証」（日本銀行，2016），
「点検」（日本銀行，2021）も同様である1)．また，様々な著作物において，金融政策の変遷が整理
されているが，新日銀法が施行されから四半世紀にもわたる期間を対象としたものは，本稿の執筆
時点では存在しない2)．
海外の主要先進国・地域の中央銀行は，金融政策や金融政策決定プロセスに関するクロノロジー

が，一般に利用可能な形かつ一覧性のある形で存在する．例えば，米国の連邦準備制度（Federal
Reserve，以下，Fed）であれば，ウェブサイトにクロノロジーを掲載している3)．欧州中央銀行は，
Hartmann and Smets (2018)が金融政策に関して，また，Bernoth et al. (2024)が金融政策決定
プロセスに関して，それぞれクロノロジーをまとめている．
そこで，本稿では，新日銀法の施行から四半世紀の期間を対象として，日本銀行から公表された

各種情報を整理し，金融政策およびその決定プロセスである金融政策決定会合（以下，決定会合）
に関するクロノロジーをまとめた．日本銀行から公表された情報として，同行のウェブサイトで
利用可能な資料をもとにしているが，既に掲載が終了した資料については，「国立国会図書館イン
ターネット資料収集保存事業」(https://warp.ndl.go.jp/)の資料をもとに情報を補完している．
こうした中央銀行に関するクロノロジーを作成することは，学術的にも実務的にも貢献がある

(Blinder, 2022)．金融経済史において過去に行われた金融政策とその決定プロセスを整理・記録
しておくことは重要な貢献である．また，マクロ経済学において，こうした日銀の金融政策に関す
る時系列データが存在することで，可能な実証分析の幅が広がる．さらに，実務的な観点からは，
様々な政策評価や今後の金融政策運営を見通すうえで，有用な情報になると考えられる．

1 なお，日銀のウェブサイトでは，「1990 年代後半以降の非伝統的金融政策」および「2013 年以降の「量的・質的金融緩和」
のもとでの金融政策」のページで，新日銀法施行後における金融政策の市場調節方針に変更が行われた決定会合の公表資料へ
のリンクがまとめられている（下記 URL を参照）．
・https://www.boj.or.jp/mopo/outline/bpreview/ref.htm
・https://www.boj.or.jp/mopo/outline/ref_qqe.htm
2 例えば，鵜飼 (2006)，白川 (2008, 2018)，翁 (2013)，早川 (2016)，木内 (2018)，伊藤ほか (2019)，西野 (2020)，中曽
(2022)，白塚 (2023)，軽部 (2024)，内田 (2024)，Aoki and Ueda (2025) 等．
3 下記 URL を参照．
・https://www.federalreservehistory.org/essays/federal-reserve-history

https://warp.ndl.go.jp/
https://www.boj.or.jp/mopo/outline/bpreview/ref.htm
https://www.boj.or.jp/mopo/outline/ref_qqe.htm
https://www.federalreservehistory.org/essays/federal-reserve-history
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本稿では，まず，決定会合の運用の枠組みについて，複数の論点から事実を整理する．新日銀法
のもと，金融政策運営の透明性を高めるために，段階的に行われてきた種々の取り組みにも注目す
る．次に，決定会合後に公表される公表物「金融市場調節方針」（以下，調節方針）で示されてい
る金融政策の内容について，その変遷をたどる．その際，調節方針そのものではないが，調節方針
と併せて公表され，その後，長期間にわたって金融政策の一部として比較的大きな役割を担ったと
考えられる措置についても取り上げる．
本稿におけるクロノロジーの対象期間は，1998年 4月から 2024年 12月までである．新日銀法
施行から四半世紀というと厳密には 2023年 3月までであるが，後述のとおり 2024年 3月に特筆
すべき政策変更が行われたため，説明や考察においては必要に応じて対象期間を少し延ばし，執筆
時点で情報が利用可能な 2024年 12月までの出来事を扱う．
本稿の構成は以下のとおりである．第 2 節では，決定会合の枠組みやその変遷について説明す
る．第 3節では，会合で決定された調整方針について四半世紀の変遷をたどる．第 4節は結びであ
る．また，補論 1では，本稿で作成した「金融政策クロノロジー・データベース」の解説を行う．補
論 2では，貸出支援策の変遷について取り上げる．補論 3では，クロノロジーの記述の根拠となる
資料を掲載する．なお，本データベースは，https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/bojmp
に掲載されており，アップデートされたファイルが入手可能である．

2. 金融政策決定会合

日銀の金融政策は，金融政策を決定する金融政策決定会合において，総裁・副総裁・審議委員か
らなる 9名の委員によって運営される．金融政策決定会合は，定期的に開催され，決定会合終了後
は，決定された調節方針が速やかに発表されるほか，政策委員会議長である総裁の記者会見が行わ
れる．後日，同会合の議事要旨が公表される．同会合に伴って，先行きの物価・経済情勢について
の見通しを示す「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」が定期的に公表される．
新日銀法が施行されてから四半世紀にわたり，金融政策決定会合の大枠は変わっていないが，情
報発信の拡充を企図した取り組みや様々な経緯により，決定会合の在り方に変遷がみられてきた．
本節では，こうした変遷について，新日銀法施行後の四半世紀の期間を対象として整理する．

2-1 金融政策決定会合の開催
新日銀法施行当初，会合は毎月 1～2回の頻度で開催されていた．表 1は，金融政策決定会合の
内容を詳細にまとめたものである．表の開催日をみると分かるとおり，当初は年間約 20回の頻度
であった．その後，基本的に，4月頃と 10月頃は月に 2回，それ以外の月は 1回の頻度で開催さ
れることになり，年間の合計は 14回に減少した．さらに，2016年 1月からは，基本的に，2，5，
8，11月以外の月に 1回ずつ開催する，すなわち，年 8回の頻度と，開催回数がさらに減少した．
この 2016年の開催回数変更について，日本銀行 (2015)では，「米国連邦準備制度や欧州中央銀行
においても，決定会合の開催頻度は年 8回となっている」と言及している．
金融政策決定会合の開催日数は，新日銀法施行当初は，毎回 1日間であったが，その後，月内開
催が 1回の月は 2日間，月内開催が 2回の月は 1回目が 2日間，2回目が 1日間となった．開催
が年 8回となった 2016年以降は，全ての会合が 2日間で開催された．会合の開始時刻は，基本的
に，2日間の場合，1日目の午後半日と 2日目の午前半日を使って会合が開催されてきた．会合の
終了時刻（2日間の場合は 2日目の終了時刻）は，12:00～13:30が多かった．

https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/bojmp
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18

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

26
19

99
/0

7/
16

19
99

/0
7/

16
16

:2
2

16
:3

0
19

99
/0

9/
14

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

27
19

99
/0

8/
13

19
99

/0
8/

13
15

:5
1

15
:5

9
19

99
/0

9/
27

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

28
19

99
/0

9/
09

19
99

/0
9/

09
15

:1
4

15
:2

2
19

99
/1

0/
18

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

29
19

99
/0

9/
21

19
99

/0
9/

21
16

:1
5

16
:2

3
19

99
/1

1/
01

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5



6 経 済 研 究
表

1
（
続
き
）

N
o.

会
合
開
始
日

会
合
終
了
日

会
合

終
了
時
刻

政
策

公
表
時
刻

議
事
要
旨

公
表
日

金
融
市
場
調
節
方
針

採
決

反
対
者

政
策
金
利

誘
導
目
標

水
準
（
％
）

補
完
当
座

預
金
適
用

利
率
（
％
）

基
準
割
引
率
・

基
準
貸
付
利
率

（
公
定
歩
合
）

（
％
）

30
19

99
/1

0/
13

19
99

/1
0/

13
17

:2
2

17
:3

0
19

99
/1

1/
17

豊
富
で
弾
力
的
な
資
金
供
給
を
行
い
，
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，
で

き
る
だ
け
低
め
に
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

6-
2

中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

31
19

99
/1

0/
27

19
99

/1
0/

27
12

:4
2

12
:5

0
19

99
/1

2/
01

〃
6-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

32
19

99
/1

1/
12

19
99

/1
1/

12
14

:4
7

14
:5

5
19

99
/1

2/
22

〃
6-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

33
19

99
/1

1/
26

19
99

/1
1/

26
12

:4
8

12
:5

6
20

00
/0

1/
20

〃
6-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

34
19

99
/1

2/
17

19
99

/1
2/

17
15

:4
4

15
:5

2
20

00
/0

2/
16

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

35
20

00
/0

1/
17

20
00

/0
1/

17
15

:3
9

15
:4

7
20

00
/0

2/
29

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

36
20

00
/0

2/
10

20
00

/0
2/

10
16

:0
1

16
:0

9
20

00
/0

3/
13

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

37
20

00
/0

2/
24

20
00

/0
2/

24
13

:0
6

13
:1

4
20

00
/0

3/
29

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

38
20

00
/0

3/
08

20
00

/0
3/

08
15

:3
7

15
:4

5
20

00
/0

4/
13

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

39
20

00
/0

3/
24

20
00

/0
3/

24
13

:1
3

13
:2

1
20

00
/0

5/
02

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

40
20

00
/0

4/
10

20
00

/0
4/

10
15

:3
3

15
:4

1
20

00
/0

5/
22

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

41
20

00
/0

4/
27

20
00

/0
4/

27
13

:2
3

13
:3

1
20

00
/0

6/
15

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

42
20

00
/0

5/
17

20
00

/0
5/

17
15

:2
8

15
:3

6
20

00
/0

7/
03

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

43
20

00
/0

6/
12

20
00

/0
6/

12
15

:4
8

15
:5

6
20

00
/0

7/
21

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

44
20

00
/0

6/
28

20
00

/0
6/

28
12

:5
6

13
:0

4
20

00
/0

8/
16

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

45
20

00
/0

7/
17

20
00

/0
7/

17
16

:0
1

16
:0

9
20

00
/0

9/
20

〃
7-

2
中
原
伸
，
篠
塚

0
—

0.
5

46
20

00
/0

8/
11

20
00

/0
8/

11
17

:1
8

17
:2

6
20

00
/0

9/
20

無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，
平
均
的
に
み
て

0.
25
％
前
後
で
推
移
す

る
よ
う
促
す
．

7-
2

中
原
伸
，
植
田

0.
25

—
0.

5

47
20

00
/0

9/
14

20
00

/0
9/

14
14

:3
8

14
:4

6
20

00
/1

0/
18

〃
8-

1
中
原
伸

0.
25

—
0.

5

48
20

00
/1

0/
13

20
00

/1
0/

13
15

:3
2

15
:4

0
20

00
/1

1/
22

〃
8-

1
中
原
伸

0.
25

—
0.

5

49
20

00
/1

0/
30

20
00

/1
0/

30
14

:2
7

14
:3

5
20

00
/1

2/
05

〃
8-

1
中
原
伸

0.
25

—
0.

5

50
20

00
/1

1/
17

20
00

/1
1/

17
14

:4
4

14
:5

2
20

00
/1

2/
20

〃
8-

1
中
原
伸

0.
25

—
0.

5

51
20

00
/1

1/
30

20
00

/1
1/

30
12

:2
7

12
:3

5
20

01
/0

1/
24

〃
8-

1
中
原
伸

0.
25

—
0.

5

52
20

00
/1

2/
15

20
00

/1
2/

15
14

:3
1

14
:3

9
20

01
/0

1/
24

〃
8-

1
中
原
伸

0.
25

—
0.

5

53
20

01
/0

1/
19

20
01

/0
1/

19
16

:0
8

16
:1

6
20

01
/0

3/
05

〃
8-

1
中
原
伸

0.
25

—
0.

5

54
20

01
/0

2/
09

20
01

/0
2/

09
17

:1
3

17
:2

1
20

01
/0

3/
23

〃
6-

3
中
原
伸
，
植
田
，

田
谷

0.
25

—
0.

35

55
20

01
/0

2/
28

20
01

/0
2/

28
15

:4
8

15
:5

6
20

01
/0

4/
18

無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，
平
均
的
に
み
て

0.
15
％
前
後
で
推
移
す

る
よ
う
促
す
．

7-
2

中
原
伸
，
篠
塚

0.
15

—
0.

25

56
20

01
/0

3/
19

20
01

/0
3/

19
17

:2
7

17
:3

5
20

01
/0

5/
01

金
融
市
場
調
節
の
主
た
る
操
作
目
標
を
，
日
本
銀
行
当
座
預
金
残
高
と
す
る
こ
と
．

上
記
の
金
融
市
場
調
節
方
式
を
，
消
費
者
物
価
指
数
（
全
国
，
除
く
生
鮮
食
品
）
の
前
年
比
上
昇

率
が
安
定
的
に
ゼ
ロ
％
以
上
と
な
る
ま
で
，
継
続
す
る
こ
と
．

日
本
銀
行
当
座
預
金
残
高
が

5
兆
円
程
度
と
な
る
よ
う
金
融
市
場
調
節
を
行
う
．

8-
1

篠
塚

0
—

0.
25

57
20

01
/0

4/
12

20
01

/0
4/

13
12

:1
7

12
:2

5
20

01
/0

5/
23

日
本
銀
行
当
座
預
金
残
高
が

5
兆
円
程
度
と
な
る
よ
う
金
融
市
場
調
節
を
行
う
．

9-
0

0
—

0.
25
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表
1
（
続
き
）

N
o.

会
合
開
始
日

会
合
終
了
日

会
合

終
了
時
刻

政
策

公
表
時
刻

議
事
要
旨

公
表
日

金
融
市
場
調
節
方
針

採
決

反
対
者

政
策
金
利

誘
導
目
標

水
準
（
％
）

補
完
当
座

預
金
適
用

利
率
（
％
）

基
準
割
引
率
・

基
準
貸
付
利
率

（
公
定
歩
合
）

（
％
）

58
20

01
/0

4/
25

20
01

/0
4/

25
12

:5
0

12
:5

8
20

01
/0

6/
20

〃
9-

0
0

—
0.

25

59
20

01
/0

5/
17

20
01

/0
5/

18
12

:1
8

12
:2

6
20

01
/0

6/
20

〃
9-

0
0

—
0.

25

60
20

01
/0

6/
14

20
01

/0
6/

15
12

:1
1

12
:1

9
20

01
/0

7/
18

〃
9-

0
0

—
0.

25

61
20

01
/0

6/
28

20
01

/0
6/

28
12

:4
3

12
:5

1
20

01
/0

8/
17

〃
9-

0
0

—
0.

25

62
20

01
/0

7/
12

20
01

/0
7/

13
12

:5
9

13
:0

7
20

01
/0

8/
17

〃
9-

0
0

—
0.

25

63
20

01
/0

8/
13

20
01

/0
8/

14
13

:0
4

13
:1

2
20

01
/0

9/
25

日
本
銀
行
当
座
預
金
残
高
が

6
兆
円
程
度
と
な
る
よ
う
金
融
市
場
調
節
を
行
う
．

8-
1

中
原
伸

0
—

0.
25

64
20

01
/0

9/
18

20
01

/0
9/

18
18

:4
8

18
:5

6
20

01
/1

1/
01

日
本
銀
行
当
座
預
金
残
高
が

6
兆
円
を
上
回
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
，
潤
沢
な
資
金
供
給
を
行

う
．

8-
1

中
原
伸

0
—

0.
1

65
20

01
/1

0/
11

20
01

/1
0/

12
13

:0
5

13
:1

3
20

01
/1

1/
21

〃
8-

1
中
原
伸

0
—

0.
1

66
20

01
/1

0/
29

20
01

/1
0/

29
13

:5
9

14
:0

7
20

01
/1

2/
04

〃
8-

1
中
原
伸

0
—

0.
1

67
20

01
/1

1/
15

20
01

/1
1/

16
12

:3
1

12
:3

9
20

01
/1

2/
25

〃
8-

1
中
原
伸

0
—

0.
1

68
20

01
/1

1/
29

20
01

/1
1/

29
12

:2
1

12
:2

9
20

02
/0

1/
21

〃
7-

1
中
原
伸

0
—

0.
1

69
20

01
/1

2/
18

20
01

/1
2/

19
14

:5
4

15
:0

2
20

02
/0

1/
21

日
本
銀
行
当
座
預
金
残
高
が

10
～

15
兆
円
程
度
と
な
る
よ
う
金
融
市
場
調
節
を
行
う
．

8-
1

中
原
伸

0
—

0.
1

70
20

02
/0

1/
15

20
02

/0
1/

16
12

:3
9

12
:4

7
20

02
/0

3/
05

〃
8-

1
中
原
伸

0
—

0.
1

71
20

02
/0

2/
07

20
02

/0
2/

08
12

:2
0

12
:2

8
20

02
/0

3/
26

〃
8-

1
中
原
伸

0
—

0.
1

72
20

02
/0

2/
28

20
02

/0
2/

28
13

:5
4

14
:0

2
20

02
/0

4/
16

〃
8-

1
中
原
伸

0
—

0.
1

73
20

02
/0

3/
19

20
02

/0
3/

20
13

:2
3

13
:3

1
20

02
/0

5/
07

〃
8-

1
中
原
伸

0
—

0.
1

74
20

02
/0

4/
10

20
02

/0
4/

11
12

:1
1

12
:1

9
20

02
/0

5/
24

〃
9-

0
0

—
0.

1

75
20

02
/0

4/
30

20
02

/0
4/

30
12

:5
7

13
:0

5
20

02
/0

6/
17

〃
9-

0
0

—
0.

1

76
20

02
/0

5/
20

20
02

/0
5/

21
12

:5
6

13
:0

4
20

02
/0

7/
01

〃
9-

0
0

—
0.

1

77
20

02
/0

6/
11

20
02

/0
6/

12
12

:1
2

12
:2

0
20

02
/0

7/
19

〃
9-

0
0

—
0.

1

78
20

02
/0

6/
26

20
02

/0
6/

26
12

:4
4

12
:5

2
20

02
/0

8/
14

〃
9-

0
0

—
0.

1

79
20

02
/0

7/
15

20
02

/0
7/

16
12

:1
6

12
:2

4
20

02
/0

8/
14

〃
9-

0
0

—
0.

1

80
20

02
/0

8/
08

20
02

/0
8/

09
12

:4
0

12
:4

8
20

02
/0

9/
24

〃
9-

0
0

—
0.

1

81
20

02
/0

9/
17

20
02

/0
9/

18
13

:0
8

13
:1

6
20

02
/1

1/
05

〃
9-

0
0

—
0.

1

82
20

02
/1

0/
10

20
02

/1
0/

11
12

:4
9

12
:5

7
20

02
/1

1/
22

〃
9-

0
0

—
0.

1

83
20

02
/1

0/
30

20
02

/1
0/

30
14

:3
3

14
:4

1
20

02
/1

2/
20

日
本
銀
行
当
座
預
金
残
高
が

15
～

20
兆
円
程
度
と
な
る
よ
う
金
融
市
場
調
節
を
行
う
．

9-
0

0
—

0.
1

84
20

02
/1

1/
18

20
02

/1
1/

19
12

:5
4

13
:0

2
20

02
/1

2/
20

〃
9-

0
0

—
0.

1

85
20

02
/1

2/
16

20
02

/1
2/

17
13

:1
4

13
:2

2
20

03
/0

1/
27

〃
9-

0
0

—
0.

1

86
20

03
/0

1/
21

20
03

/0
1/

22
12

:2
5

12
:3

3
20

03
/0

2/
19

〃
9-

0
0

—
0.

1

87
20

03
/0

2/
13

20
03

/0
2/

14
13

:1
4

13
:2

2
20

03
/0

3/
10

〃
9-

0
0

—
0.

1

88
20

03
/0

3/
04

20
03

/0
3/

05
12

:3
2

12
:4

0
20

03
/0

4/
11

3
月

31
日
ま
で
は
，
日
本
銀
行
当
座
預
金
残
高
が

15
～

20
兆
円
程
度
と
な
る
よ
う
金
融
市

場
調
節
を
行
う
．

4
月

1
日
以
後
は
，
日
本
郵
政
公
社
の
発
足
に
伴
い
，
日
本
銀
行
当
座
預
金

残
高
が

17
～

22
兆
円
程
度
と
な
る
よ
う
金
融
市
場
調
節
を
行
う
．

9-
0

0
—

0.
1



8 経 済 研 究
表

1
（
続
き
）

N
o.

会
合
開
始
日

会
合
終
了
日

会
合

終
了
時
刻

政
策

公
表
時
刻

議
事
要
旨

公
表
日

金
融
市
場
調
節
方
針

採
決

反
対
者

政
策
金
利

誘
導
目
標

水
準
（
％
）

補
完
当
座

預
金
適
用

利
率
（
％
）

基
準
割
引
率
・

基
準
貸
付
利
率

（
公
定
歩
合
）

（
％
）

89
20

03
/0

3/
25

20
03

/0
3/

25
11

:4
1

11
:4

9
20

03
/0

5/
06

〃
9-

0
0

—
0.

1

90
20

03
/0

4/
07

20
03

/0
4/

08
13

:1
7

13
:2

5
20

03
/0

5/
23

日
本
銀
行
当
座
預
金
残
高
が

17
～

22
兆
円
程
度
と
な
る
よ
う
金
融
市
場
調
節
を
行
う
．

8-
1

福
間

0
—

0.
1

91
20

03
/0

4/
30

20
03

/0
4/

30
13

:2
9

13
:3

7
20

03
/0

6/
16

日
本
銀
行
当
座
預
金
残
高
が

22
～

27
兆
円
程
度
と
な
る
よ
う
金
融
市
場
調
節
を
行
う
．

9-
0

0
—

0.
1

92
20

03
/0

5/
19

20
03

/0
5/

20
12

:5
7

13
:0

5
20

03
/0

6/
30

日
本
銀
行
当
座
預
金
残
高
が

27
～

30
兆
円
程
度
と
な
る
よ
う
金
融
市
場
調
節
を
行
う
．

7-
2

田
谷
，
須
田

0
—

0.
1

93
20

03
/0

6/
10

20
03

/0
6/

11
13

:0
8

13
:1

6
20

03
/0

7/
18

〃
9-

0
0

—
0.

1

94
20

03
/0

6/
25

20
03

/0
6/

25
11

:5
1

11
:5

9
20

03
/0

8/
13

〃
9-

0
0

—
0.

1

95
20

03
/0

7/
14

20
03

/0
7/

15
11

:1
6

11
:2

4
20

03
/0

8/
13

〃
9-

0
0

—
0.

1

96
20

03
/0

8/
07

20
03

/0
8/

08
11

:3
9

11
:4

7
20

03
/0

9/
18

〃
9-

0
0

—
0.

1

97
20

03
/0

9/
11

20
03

/0
9/

12
13

:2
5

13
:3

3
20

03
/1

0/
16

〃
8-

1
福
間

0
—

0.
1

98
20

03
/1

0/
09

20
03

/1
0/

10
13

:5
4

14
:0

2
20

03
/1

1/
27

日
本
銀
行
当
座
預
金
残
高
が

27
～

32
兆
円
程
度
と
な
る
よ
う
金
融
市
場
調
節
を
行
う
．

量
的
緩
和
政
策
継
続
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
明
確
化
．

「
金
融
政
策
の
透
明
性
強
化
に
つ
い
て
」．

6-
3

植
田
，
田
谷
，

須
田

0
—

0.
1

99
20

03
/1

0/
31

20
03

/1
0/

31
12

:1
5

12
:2

3
20

03
/1

2/
19

〃
9-

0
0

—
0.

1

10
0

20
03

/1
1/

20
20

03
/1

1/
21

12
:0

7
12

:1
5

20
03

/1
2/

19
〃

9-
0

0
—

0.
1

10
1

20
03

/1
2/

15
20

03
/1

2/
16

11
:1

9
11

:2
7

20
04

/0
1/

23
〃

9-
0

0
—

0.
1

10
2

20
04

/0
1/

19
20

04
/0

1/
20

12
:4

0
12

:4
8

20
04

/0
3/

02
日
本
銀
行
当
座
預
金
残
高
が

30
～

35
兆
円
程
度
と
な
る
よ
う
金
融
市
場
調
節
を
行
う
．

7-
2

田
谷
，
須
田

0
—

0.
1

10
3

20
04

/0
2/

04
20

04
/0

2/
05

11
:5

2
12

:0
0

20
04

/0
3/

19
〃

9-
0

0
—

0.
1

10
4

20
04

/0
2/

26
20

04
/0

2/
26

11
:5

9
12

:0
7

20
04

/0
4/

14
〃

9-
0

0
—

0.
1

10
5

20
04

/0
3/

15
20

04
/0

3/
16

11
:4

8
11

:5
6

20
04

/0
4/

14
〃

9-
0

0
—

0.
1

10
6

20
04

/0
4/

08
20

04
/0

4/
09

12
:3

1
12

:3
9

20
04

/0
5/

25
〃

9-
0

0
—

0.
1

10
7

20
04

/0
4/

28
20

04
/0

4/
28

12
:5

3
13

:0
1

20
04

/0
6/

18
〃

9-
0

0
—

0.
1

10
8

20
04

/0
5/

19
20

04
/0

5/
20

11
:5

9
12

:0
7

20
04

/0
6/

30
〃

9-
0

0
—

0.
1

10
9

20
04

/0
6/

14
20

04
/0

6/
15

11
:3

0
11

:3
8

20
04

/0
7/

16
〃

9-
0

0
—

0.
1

11
0

20
04

/0
6/

25
20

04
/0

6/
25

11
:1

9
11

:2
7

20
04

/0
8/

13
〃

9-
0

0
—

0.
1

11
1

20
04

/0
7/

12
20

04
/0

7/
13

12
:1

7
12

:2
5

20
04

/0
8/

13
〃

9-
0

0
—

0.
1

11
2

20
04

/0
8/

09
20

04
/0

8/
10

11
:3

8
11

:4
6

20
04

/0
9/

14
〃

9-
0

0
—

0.
1

11
3

20
04

/0
9/

08
20

04
/0

9/
09

11
:2

6
11

:3
4

20
04

/1
0/

18
〃

9-
0

0
—

0.
1

11
4

20
04

/1
0/

12
20

04
/1

0/
13

11
:5

6
12

:0
4

20
04

/1
1/

24
〃

9-
0

0
—

0.
1

11
5

20
04

/1
0/

29
20

04
/1

0/
29

13
:0

1
13

:0
9

20
04

/1
2/

22
〃

9-
0

0
—

0.
1

11
6

20
04

/1
1/

17
20

04
/1

1/
18

11
:5

8
12

:0
6

20
04

/1
2/

22
〃

9-
0

0
—

0.
1

11
7

20
04

/1
2/

16
20

04
/1

2/
17

12
:3

2
12

:4
0

20
05

/0
1/

24
〃

9-
0

0
—

0.
1

11
8

20
05

/0
1/

18
20

05
/0

1/
19

12
:2

8
12

:3
6

20
05

/0
2/

22
〃

9-
0

0
—

0.
1

11
9

20
05

/0
2/

16
20

05
/0

2/
17

12
:0

0
12

:0
8

20
05

/0
3/

22
〃

9-
0

0
—

0.
1

12
0

20
05

/0
3/

15
20

05
/0

3/
16

12
:3

9
12

:4
7

20
05

/0
5/

09
〃

9-
0

0
—

0.
1
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表
1
（
続
き
）

N
o.

会
合
開
始
日

会
合
終
了
日

会
合

終
了
時
刻

政
策

公
表
時
刻

議
事
要
旨

公
表
日

金
融
市
場
調
節
方
針

採
決

反
対
者

政
策
金
利

誘
導
目
標

水
準
（
％
）

補
完
当
座

預
金
適
用

利
率
（
％
）

基
準
割
引
率
・

基
準
貸
付
利
率

（
公
定
歩
合
）

（
％
）

12
1

20
05

/0
4/

05
20

05
/0

4/
06

13
:0

2
13

:1
0

20
05

/0
5/

25
〃

8-
1

福
間

0
—

0.
1

12
2

20
05

/0
4/

28
20

05
/0

4/
28

13
:0

4
13

:1
2

20
05

/0
6/

20
〃

7-
2

福
間
，
水
野

0
—

0.
1

12
3

20
05

/0
5/

19
20

05
/0

5/
20

12
:4

2
12

:5
0

20
05

/0
6/

20
〃

7-
2

福
間
，
水
野

0
—

0.
1

12
4

20
05

/0
6/

14
20

05
/0

6/
15

12
:5

8
13

:0
6

20
05

/0
7/

19
〃

7-
2

福
間
，
水
野

0
—

0.
1

12
5

20
05

/0
7/

12
20

05
/0

7/
13

12
:4

8
12

:5
6

20
05

/0
8/

12
〃

7-
2

福
間
，
水
野

0
—

0.
1

12
6

20
05

/0
7/

27
20

05
/0

7/
27

11
:3

3
11

:4
1

20
05

/0
9/

13
〃

7-
2

福
間
，
水
野

0
—

0.
1

12
7

20
05

/0
8/

08
20

05
/0

8/
09

11
:4

3
11

:5
1

20
05

/0
9/

13
〃

7-
2

福
間
，
水
野

0
—

0.
1

12
8

20
05

/0
9/

07
20

05
/0

9/
08

12
:2

6
12

:3
4

20
05

/1
0/

17
〃

7-
2

福
間
，
水
野

0
—

0.
1

12
9

20
05

/1
0/

11
20

05
/1

0/
12

12
:1

7
12

:2
5

20
05

/1
1/

24
〃

7-
2

福
間
，
水
野

0
—

0.
1

13
0

20
05

/1
0/

31
20

05
/1

0/
31

12
:4

6
12

:5
4

20
05

/1
2/

21
〃

7-
2

福
間
，
水
野

0
—

0.
1

13
1

20
05

/1
1/

17
20

05
/1

1/
18

12
:4

1
12

:4
9

20
05

/1
2/

21
〃

7-
2

福
間
，
水
野

0
—

0.
1

13
2

20
05

/1
2/

15
20

05
/1

2/
16

12
:2

7
12

:3
5

20
06

/0
1/

25
〃

7-
2

福
間
，
水
野

0
—

0.
1

13
3

20
06

/0
1/

19
20

06
/0

1/
20

12
:5

0
12

:5
8

20
06

/0
3/

14
〃

7-
2

福
間
，
水
野

0
—

0.
1

13
4

20
06

/0
2/

08
20

06
/0

2/
09

12
:1

4
12

:2
2

20
06

/0
3/

14
〃

7-
2

福
間
，
水
野

0
—

0.
1

13
5

20
06

/0
3/

08
20

06
/0

3/
09

14
:0

7
14

:1
5

20
06

/0
4/

14
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，
概
ね
ゼ
ロ
％
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

「
新
た
な
金
融
政
策
運
営
の
枠
組
み
の
導
入
に
つ
い
て
」．

7-
1

中
原
眞

0
—

0.
1

13
6

20
06

/0
4/

10
20

06
/0

4/
11

12
:4

3
12

:5
1

20
06

/0
5/

24
〃

9-
0

0
—

0.
1

13
7

20
06

/0
4/

28
20

06
/0

4/
28

12
:3

9
12

:4
7

20
06

/0
6/

20
〃

9-
0

0
—

0.
1

13
8

20
06

/0
5/

18
20

06
/0

5/
19

12
:0

3
12

:1
1

20
06

/0
6/

20
〃

9-
0

0
—

0.
1

13
9

20
06

/0
6/

14
20

06
/0

6/
15

12
:0

6
12

:1
4

20
06

/0
7/

20
〃

9-
0

0
—

0.
1

14
0

20
06

/0
7/

13
20

06
/0

7/
14

13
:3

0
13

:4
0

20
06

/0
8/

16
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0.
25
％
前
後
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

9-
0

0.
25

—
0.

4

14
1

20
06

/0
8/

10
20

06
/0

8/
11

12
:1

1
12

:1
7

20
06

/0
9/

13
〃

9-
0

0.
25

—
0.

4

14
2

20
06

/0
9/

07
20

06
/0

9/
08

12
:3

2
12

:3
7

20
06

/1
0/

18
〃

9-
0

0.
25

—
0.

4

14
3

20
06

/1
0/

12
20

06
/1

0/
13

12
:4

3
12

:4
7

20
06

/1
1/

21
〃

9-
0

0.
25

—
0.

4

14
4

20
06

/1
0/

31
20

06
/1

0/
31

12
:4

4
12

:4
7

20
06

/1
2/

22
〃

9-
0

0.
25

—
0.

4

14
5

20
06

/1
1/

15
20

06
/1

1/
16

12
:2

0
12

:2
4

20
06

/1
2/

22
〃

9-
0

0.
25

—
0.

4

14
6

20
06

/1
2/

18
20

06
/1

2/
19

12
:2

2
12

:2
6

20
07

/0
1/

23
〃

9-
0

0.
25

—
0.

4

14
7

20
07

/0
1/

17
20

07
/0

1/
18

13
:0

1
13

:0
5

20
07

/0
2/

26
〃

6-
3

須
田
，
水
野
，

野
田

0.
25

—
0.

4

14
8

20
07

/0
2/

20
20

07
/0

2/
21

14
:1

5
14

:1
9

20
07

/0
3/

26
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0.
5％
前
後
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

8-
1

岩
田

0.
5

—
0.

75

14
9

20
07

/0
3/

19
20

07
/0

3/
20

12
:3

6
12

:4
0

20
07

/0
5/

07
〃

9-
0

0.
5

—
0.

75

15
0

20
07

/0
4/

09
20

07
/0

4/
10

12
:4

1
12

:4
8

20
07

/0
5/

22
〃

9-
0

0.
5

—
0.

75

15
1

20
07

/0
4/

27
20

07
/0

4/
27

14
:0

3
14

:0
7

20
07

/0
6/

20
〃

9-
0

0.
5

—
0.

75

15
2

20
07

/0
5/

16
20

07
/0

5/
17

12
:3

7
12

:4
1

20
07

/0
6/

20
〃

9-
0

0.
5

—
0.

75
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表

1
（
続
き
）

N
o.

会
合
開
始
日

会
合
終
了
日

会
合

終
了
時
刻

政
策

公
表
時
刻

議
事
要
旨

公
表
日

金
融
市
場
調
節
方
針

採
決

反
対
者

政
策
金
利

誘
導
目
標

水
準
（
％
）

補
完
当
座

預
金
適
用

利
率
（
％
）

基
準
割
引
率
・

基
準
貸
付
利
率

（
公
定
歩
合
）

（
％
）

15
3

20
07

/0
6/

14
20

07
/0

6/
15

12
:1

4
12

:1
8

20
07

/0
7/

18
〃

9-
0

0.
5

—
0.

75

15
4

20
07

/0
7/

11
20

07
/0

7/
12

12
:5

0
12

:5
5

20
07

/0
8/

28
〃

8-
1

水
野

0.
5

—
0.

75

15
5

20
07

/0
8/

22
20

07
/0

8/
23

12
:3

1
12

:3
5

20
07

/0
9/

25
〃

8-
1

水
野

0.
5

—
0.

75

15
6

20
07

/0
9/

18
20

07
/0

9/
19

13
:1

7
13

:2
1

20
07

/1
1/

05
〃

8-
1

水
野

0.
5

—
0.

75

15
7

20
07

/1
0/

10
20

07
/1

0/
11

13
:2

8
13

:3
2

20
07

/1
1/

16
〃

8-
1

水
野

0.
5

—
0.

75

15
8

20
07

/1
0/

31
20

07
/1

0/
31

12
:3

8
12

:4
2

20
07

/1
2/

26
〃

8-
1

水
野

0.
5

—
0.

75

15
9

20
07

/1
1/

12
20

07
/1

1/
13

12
:2

5
12

:2
9

20
07

/1
2/

26
〃

8-
1

水
野

0.
5

—
0.

75

16
0

20
07

/1
2/

19
20

07
/1

2/
20

12
:4

7
12

:5
1

20
08

/0
1/

25
〃

9-
0

0.
5

—
0.

75

16
1

20
08

/0
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21
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08
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22
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5
12
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〃
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—
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16
2
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14
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15

12
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7
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1
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12
〃
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0

0.
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—
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16
3

20
08

/0
3/
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20

08
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12
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8
12
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08
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14
〃
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—
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16
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20
08
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08
20
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/0

4/
09

12
:2
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12
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20
08

/0
5/

23
〃

7-
0

0.
5

—
0.

75

16
5

20
08

/0
4/

30
20

08
/0

4/
30

13
:2

4
13

:2
8

20
08

/0
6/

18
〃

7-
0

0.
5

—
0.

75

16
6

20
08

/0
5/

19
20

08
/0

5/
20

12
:0

0
12

:0
4

20
08

/0
6/

18
〃

7-
0

0.
5

—
0.

75

16
7

20
08

/0
6/

12
20

08
/0

6/
13

12
:1

9
12

:2
3

20
08

/0
7/

18
〃

7-
0

0.
5

—
0.

75

16
8

20
08

/0
7/

14
20

08
/0

7/
15

13
:1

9
13

:3
4

20
08

/0
8/

22
〃

7-
0

0.
5

—
0.

75

16
9

20
08

/0
8/

18
20

08
/0

8/
19

12
:2

5
12

:3
0

20
08

/0
9/

22
〃

7-
0

0.
5

—
0.

75

17
0

20
08

/0
9/

16
20

08
/0

9/
17

12
:4

2
12

:4
7

20
08

/1
0/

10
〃

7-
0

0.
5

—
0.

75

17
1

20
08

/0
9/

18
20

08
/0

9/
18

15
:4

2
16

:0
0

20
08

/1
0/

10
〃

6-
0

0.
5

—
0.

75

17
2

20
08

/0
9/

29
20

08
/0

9/
29

22
:4

5
23

:0
0

20
08

/1
1/

06
〃

7-
0

0.
5

—
0.

75

17
3

20
08

/1
0/

06
20

08
/1

0/
07

12
:5

3
12

:5
8

20
08

/1
1/

06
〃

7-
0

0.
5

—
0.

75

17
4

20
08

/1
0/

14
20

08
/1

0/
14

21
:3

4
21

:3
8

20
08

/1
1/

27
〃

7-
0

0.
5

—
0.

75

17
5

20
08

/1
0/

31
20

08
/1

0/
31

13
:5

3
13

:5
8

20
08

/1
1/

27
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
の
誘
導
目
標
を

0.
2％
引
き
下
げ
，

0.
3％
前

後
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

4-
4

須
田
，
水
野
，

中
村
，
亀
崎

0.
3

0.
1

0.
5

17
6

20
08

/1
1/

20
20

08
/1

1/
21

12
:2

9
12

:3
4

20
08

/1
2/

25
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0.
3％
前
後
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

8-
0

0.
3

0.
1

0.
5

17
7

20
08

/1
2/

02
20

08
/1

2/
02

14
:2

9
14

:3
4

20
09

/0
1/

27
〃

8-
0

0.
3

0.
1

0.
5

17
8

20
08

/1
2/

18
20

08
/1

2/
19

14
:0

0
14

:0
5

20
09

/0
1/

27
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
の
誘
導
目
標
を

0.
2％
引
き
下
げ
，

0.
1％
前

後
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

7-
1

野
田

0.
1

0.
1

0.
3

17
9

20
09

/0
1/

21
20

09
/0

1/
22

13
:3

8
13

:4
3

20
09

/0
2/

24
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0.
1％
前
後
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

18
0

20
09

/0
2/

18
20

09
/0

2/
19

13
:4

7
13

:5
2

20
09

/0
3/

24
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

18
1

20
09

/0
3/

17
20

09
/0

3/
18

12
:2

2
12

:2
7

20
09

/0
4/

10
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

18
2

20
09

/0
4/

06
20

09
/0

4/
07

12
:1

7
12

:2
2

20
09

/0
5/

08
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

18
3

20
09

/0
4/

30
20

09
/0

4/
30

13
:3

2
13

:3
7

20
09

/0
5/

27
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

18
4

20
09

/0
5/

21
20

09
/0

5/
22

12
:2

8
12

:3
3

20
09

/0
6/

19
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3
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表
1
（
続
き
）

N
o.

会
合
開
始
日

会
合
終
了
日

会
合

終
了
時
刻

政
策

公
表
時
刻

議
事
要
旨

公
表
日

金
融
市
場
調
節
方
針

採
決

反
対
者

政
策
金
利

誘
導
目
標

水
準
（
％
）

補
完
当
座

預
金
適
用

利
率
（
％
）

基
準
割
引
率
・

基
準
貸
付
利
率

（
公
定
歩
合
）

（
％
）

18
5

20
09

/0
6/

15
20

09
/0

6/
16

12
:2

9
12

:3
4

20
09

/0
7/

21
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

18
6

20
09

/0
7/

14
20

09
/0

7/
15

13
:3

0
13

:3
5

20
09

/0
8/

14
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

18
7

20
09

/0
8/

10
20

09
/0

8/
11

11
:4

6
11

:5
1

20
09

/0
9/

25
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

18
8

20
09

/0
9/

16
20

09
/0

9/
17

12
:3

4
12

:3
9

20
09

/1
0/

19
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

18
9

20
09

/1
0/

13
20

09
/1

0/
14

13
:0

9
13

:1
4

20
09

/1
1/

05
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

19
0

20
09

/1
0/

30
20

09
/1

0/
30

13
:0

0
13

:0
5

20
09

/1
1/

26
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

19
1

20
09

/1
1/

19
20

09
/1

1/
20

12
:3

0
12

:3
5

20
09

/1
2/

24
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

19
2

20
09

/1
2/

01
20

09
/1

2/
01

15
:3

3
15

:3
8

20
10

/0
1/

29
〃

7-
0

0.
1

0.
1

0.
3

19
3

20
09

/1
2/

17
20

09
/1

2/
18

12
:0

8
12

:1
3

20
10

/0
1/

29
〃

7-
0

0.
1

0.
1

0.
3

19
4

20
10

/0
1/

25
20

10
/0

1/
26

12
:2

1
12

:2
6

20
10

/0
2/

23
〃

7-
0

0.
1

0.
1

0.
3

19
5

20
10

/0
2/

17
20

10
/0

2/
18

11
:4

0
11

:4
5

20
10

/0
3/

23
〃

7-
0

0.
1

0.
1

0.
3

19
6

20
10

/0
3/

16
20

10
/0

3/
17

12
:4

4
12

:4
9

20
10

/0
4/

12
〃

7-
0

0.
1

0.
1

0.
3

19
7

20
10

/0
4/

06
20

10
/0

4/
07

11
:5

8
12

:0
3

20
10

/0
5/

10
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

19
8

20
10

/0
4/

30
20

10
/0

4/
30

13
:1

3
13

:1
8

20
10

/0
5/

26
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

19
9

20
10

/0
5/

10
20

10
/0

5/
10

12
:0

6
12

:1
1

20
10

/0
6/

18
〃

7-
0

0.
1

0.
1

0.
3

20
0

20
10

/0
5/

20
20

10
/0

5/
21

12
:3

7
12

:4
2

20
10

/0
6/

18
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

20
1

20
10

/0
6/

14
20

10
/0

6/
15

12
:5

1
12

:5
6

20
10

/0
7/

21
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

20
2

20
10

/0
7/

14
20

10
/0

7/
15

12
:4

0
12

:4
5

20
10

/0
8/

13
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

20
3

20
10

/0
8/

09
20

10
/0

8/
10

12
:2

3
12

:2
8

20
10

/0
9/

10
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

20
4

20
10

/0
8/

30
20

10
/0

8/
30

12
:0

6
12

:1
1

20
10

/1
0/

08
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

20
5

20
10

/0
9/

06
20

10
/0

9/
07

12
:3

4
12

:3
9

20
10

/1
0/

08
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

20
6

20
10

/1
0/

04
20

10
/1

0/
05

13
:3

3
13

:3
8

20
10

/1
1/

02
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0～
0.

1％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

「
中
長
期
的
な
物
価
安
定
の
理
解
」
に
基
づ
く
時
間
軸
の
明
確
化
．

資
産
買
入
等
の
基
金
の
創
設
．

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

20
7

20
10

/1
0/

28
20

10
/1

0/
28

13
:2

6
13

:3
1

20
10

/1
2/

27
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0～
0.

1％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

資
産
買
い
入
れ
等
の
基
金
を

35
兆
円
程
度
と
す
る
．

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

20
8

20
10

/1
1/

04
20

10
/1

1/
05

11
:3

1
11

:3
6

20
10

/1
2/

27
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

20
9

20
10

/1
2/

20
20

10
/1

2/
21

12
:5

0
12

:5
5

20
11

/0
1/

28
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

21
0

20
11

/0
1/

24
20

11
/0

1/
25

12
:2

4
12

:2
9

20
11

/0
2/

18
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

21
1

20
11

/0
2/

14
20

11
/0

2/
15

12
:3

2
12

:3
7

20
11

/0
3/

18
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

21
2

20
11

/0
3/

14
20

11
/0

3/
14

14
:4

5
14

:4
8

20
11

/0
4/

12
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0～
0.

1％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

こ
う
し
た
調
節
方
針
の
も
と
で
，
金
融
市
場
に
お
け
る
需
要
を
十
分
満
た
す
潤
沢
な
資
金
供
給
を

行
い
，
金
融
市
場
の
安
定
確
保
に
万
全
を
期
し
て
い
く
．
資
産
買
い
入
れ
等
の
基
金
を

40
兆

円
程
度
と
す
る
．

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3
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表

1
（
続
き
）

N
o.

会
合
開
始
日

会
合
終
了
日

会
合

終
了
時
刻

政
策

公
表
時
刻

議
事
要
旨

公
表
日

金
融
市
場
調
節
方
針

採
決

反
対
者

政
策
金
利

誘
導
目
標

水
準
（
％
）

補
完
当
座

預
金
適
用

利
率
（
％
）

基
準
割
引
率
・

基
準
貸
付
利
率

（
公
定
歩
合
）

（
％
）

21
3

20
11

/0
4/

06
20

11
/0

4/
07

13
:0

5
13

:1
0

20
11

/0
5/

09
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0～
0.

1％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

資
産
買
い
入
れ
等
の
基
金
を

40
兆
円
程
度
と
す
る
．

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

21
4

20
11

/0
4/

28
20

11
/0

4/
28

13
:2

6
13

:3
1

20
11

/0
5/

25
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

21
5

20
11

/0
5/

19
20

11
/0

5/
20

12
:0

9
12

:1
4

20
11

/0
6/

17
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

21
6

20
11

/0
6/

13
20

11
/0

6/
14

12
:3

7
12

:4
2

20
11

/0
7/

15
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

21
7

20
11

/0
7/

11
20

11
/0

7/
12

13
:1

5
13

:2
0

20
11

/0
8/

10
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

21
8

20
11

/0
8/

04
20

11
/0

8/
04

13
:5

5
14

:0
0

20
11

/0
9/

12
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0～
0.

1％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

資
産
買
い
入
れ
等
の
基
金
を

50
兆
円
程
度
と
す
る
．

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

21
9

20
11

/0
9/

06
20

11
/0

9/
07

12
:1

6
12

:2
1

20
11

/1
0/

13
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

22
0

20
11

/1
0/

06
20

11
/1

0/
07

12
:3

2
12

:3
7

20
11

/1
1/

01
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

22
1

20
11

/1
0/

27
20

11
/1

0/
27

13
:2

6
13

:3
1

20
11

/1
1/

21
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0～
0.

1％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

資
産
買
い
入
れ
等
の
基
金
を

55
兆
円
程
度
と
す
る
．

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

22
2

20
11

/1
1/

15
20

11
/1

1/
16

12
:4

4
12

:4
9

20
11

/1
2/

27
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

22
3

20
11

/1
1/

30
20

11
/1

1/
30

21
:4

3
22

:0
0

20
11

/1
2/

27
〃

8-
0

0.
1

0.
1

0.
3

22
4

20
11

/1
2/

20
20

11
/1

2/
21

12
:1

1
12

:1
6

20
12

/0
1/

27
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

22
5

20
12

/0
1/

23
20

12
/0

1/
24

12
:2

6
12

:3
1

20
12

/0
2/

17
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

22
6

20
12

/0
2/

13
20

12
/0

2/
14

12
:3

8
12

:4
3

20
12

/0
3/

16
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0～
0.

1％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

資
産
買
い
入
れ
等
の
基
金
を

65
兆
円
程
度
と
す
る
．

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

22
7

20
12

/0
3/

12
20

12
/0

3/
13

14
:0

2
14

:0
7

20
12

/0
4/

13
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

22
8

20
12

/0
4/

09
20

12
/0

4/
10

12
:0

4
12

:0
9

20
12

/0
5/

07
〃

7-
0

0.
1

0.
1

0.
3

22
9

20
12

/0
4/

27
20

12
/0

4/
27

12
:4

1
12

:4
6

20
12

/0
5/

28
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0～
0.

1％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

資
産
買
い
入
れ
等
の
基
金
を

70
兆
円
程
度
と
す
る
．

7-
0

0.
1

0.
1

0.
3

23
0

20
12

/0
5/

22
20

12
/0

5/
23

11
:3

2
11

:3
7

20
12

/0
6/

20
〃

7-
0

0.
1

0.
1

0.
3

23
1

20
12

/0
6/

14
20

12
/0

6/
15

11
:4

7
11

:5
2

20
12

/0
7/

18
〃

7-
0

0.
1

0.
1

0.
3

23
2

20
12

/0
7/

11
20

12
/0

7/
12

12
:4

6
12

:5
1

20
12

/0
8/

14
〃

7-
0

0.
1

0.
1

0.
3

23
3

20
12

/0
8/

08
20

12
/0

8/
09

12
:1

4
12

:1
9

20
12

/0
9/

24
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

23
4

20
12

/0
9/

18
20

12
/0

9/
19

12
:3

9
12

:4
4

20
12

/1
0/

11
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0～
0.

1％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

資
産
買
い
入
れ
等
の
基
金
を

80
兆
円
程
度
と
す
る
．

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

23
5

20
12

/1
0/

04
20

12
/1

0/
05

12
:0

9
12

:1
4

20
12

/1
1/

02
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

23
6

20
12

/1
0/

30
20

12
/1

0/
30

14
:4

1
14

:4
6

20
12

/1
1/

26
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0～
0.

1％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

資
産
買
い
入
れ
等
の
基
金
を

91
兆
円
程
度
と
す
る
．

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

23
7

20
12

/1
1/

19
20

12
/1

1/
20

12
:0

9
12

:1
4

20
12

/1
2/

26
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

23
8

20
12

/1
2/

19
20

12
/1

2/
20

12
:5

6
13

:0
1

20
13

/0
1/

25
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0～
0.

1％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

資
産
買
い
入
れ
等
の
基
金
を

10
1
兆
円
程
度
と
す
る
．

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3
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表
1
（
続
き
）

N
o.

会
合
開
始
日

会
合
終
了
日

会
合

終
了
時
刻

政
策

公
表
時
刻

議
事
要
旨

公
表
日

金
融
市
場
調
節
方
針

採
決

反
対
者

政
策
金
利

誘
導
目
標

水
準
（
％
）

補
完
当
座

預
金
適
用

利
率
（
％
）

基
準
割
引
率
・

基
準
貸
付
利
率

（
公
定
歩
合
）

（
％
）

23
9

20
13

/0
1/

21
20

13
/0

1/
22

12
:4

2
12

:4
7

20
13

/0
2/

19
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0～
0.

1％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

資
産
買
い
入
れ
等
の
基
金
を

10
1
兆
円
程
度
と
す
る
．

「
物
価
安
定
の
目
標
」
の
導
入
．

政
府
日
本
銀
行
の
共
同
声
明
．

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

24
0

20
13

/0
2/

13
20

13
/0

2/
14

12
:3

4
12

:3
9

20
13

/0
3/

12
無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0～
0.

1％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．

資
産
買
い
入
れ
等
の
基
金
を

10
1
兆
円
程
度
と
す
る
．

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

24
1

20
13

/0
3/

06
20

13
/0

3/
07

12
:1

9
12

:2
4

20
13

/0
4/

09
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

24
2

20
13

/0
4/

03
20

13
/0

4/
04

13
:3

5
13

:4
0

20
13

/0
5/

02
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
が
，
年
間
約

60
～

70
兆
円
に
相
当
す
る
ペ
ー
ス
で
増
加
す
る
よ
う
金
融

市
場
調
節
を
行
う
．

「
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
採
用
」．

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

24
3

20
13

/0
4/

26
20

13
/0

4/
26

13
:3

0
13

:3
5

20
13

/0
5/

27
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

24
4

20
13

/0
5/

21
20

13
/0

5/
22

12
:0

2
12

:0
7

20
13

/0
6/

14
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

24
5

20
13

/0
6/

10
20

13
/0

6/
11

11
:4

3
11

:4
8

20
13

/0
7/

17
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

24
6

20
13

/0
7/

10
20

13
/0

7/
11

11
:4

2
11

:4
7

20
13

/0
8/

13
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

24
7

20
13

/0
8/

07
20

13
/0

8/
08

11
:5

4
11

:5
9

20
13

/0
9/

10
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

24
8

20
13

/0
9/

04
20

13
/0

9/
05

11
:3

7
11

:4
2

20
13

/1
0/

09
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

24
9

20
13

/1
0/

03
20

13
/1

0/
04

11
:4

4
11

:4
9

20
13

/1
1/

06
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

25
0

20
13

/1
0/

31
20

13
/1

0/
31

13
:0

9
13

:1
4

20
13

/1
1/

26
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

25
1

20
13

/1
1/

20
20

13
/1

1/
21

12
:1

0
12

:1
5

20
13

/1
2/

26
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

25
2

20
13

/1
2/

19
20

13
/1

2/
20

11
:5

2
11

:5
7

20
14

/0
1/

27
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

25
3

20
14

/0
1/

21
20

14
/0

1/
22

12
:1

5
12

:2
0

20
14

/0
2/

21
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

25
4

20
14

/0
2/

17
20

14
/0

2/
18

12
:2

3
12

:2
8

20
14

/0
3/

14
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

25
5

20
14

/0
3/

10
20

14
/0

3/
11

11
:5

5
12

:0
0

20
14

/0
4/

11
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

25
6

20
14

/0
4/

07
20

14
/0

4/
08

11
:4

5
11

:5
0

20
14

/0
5/

07
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

25
7

20
14

/0
4/

30
20

14
/0

4/
30

12
:4

6
12

:5
1

20
14

/0
5/

26
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

25
8

20
14

/0
5/

20
20

14
/0

5/
21

11
:3

6
11

:4
1

20
14

/0
6/

18
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

25
9

20
14

/0
6/

12
20

14
/0

6/
13

11
:3

6
11

:4
1

20
14

/0
7/

18
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

26
0

20
14

/0
7/

14
20

14
/0

7/
15

11
:5

3
11

:5
8

20
14

/0
8/

13
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

26
1

20
14

/0
8/

07
20

14
/0

8/
08

12
:0

3
12

:0
8

20
14

/0
9/

09
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

26
2

20
14

/0
9/

03
20

14
/0

9/
04

12
:0

2
12

:0
7

20
14

/1
0/

10
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

26
3

20
14

/1
0/

06
20

14
/1

0/
07

13
:4

9
13

:5
4

20
14

/1
1/

06
〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

26
4

20
14

/1
0/

31
20

14
/1

0/
31

13
:3

9
13

:4
4

20
14

/1
1/

25
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
が
，
年
間
約

80
兆
円
に
相
当
す
る
ペ
ー
ス
で
増
加
す
る
よ
う
金
融
市
場
調

節
を
行
う
．

5-
4

森
本
，
石
田
，

佐
藤
，
木
内

0.
1

0.
1

0.
3

26
5

20
14

/1
1/

18
20

14
/1

1/
19

12
:1

9
12

:2
4

20
14

/1
2/

25
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

26
6

20
14

/1
2/

18
20

14
/1

2/
19

12
:2

3
12

:2
8

20
15

/0
1/

26
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3
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表

1
（
続
き
）

N
o.

会
合
開
始
日

会
合
終
了
日

会
合

終
了
時
刻

政
策

公
表
時
刻

議
事
要
旨

公
表
日

金
融
市
場
調
節
方
針

採
決

反
対
者

政
策
金
利

誘
導
目
標

水
準
（
％
）

補
完
当
座

預
金
適
用

利
率
（
％
）

基
準
割
引
率
・

基
準
貸
付
利
率

（
公
定
歩
合
）

（
％
）

26
7

20
15

/0
1/

20
20

15
/0

1/
21

12
:2

4
12

:2
9

20
15

/0
2/

23
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

26
8

20
15

/0
2/

17
20

15
/0

2/
18

11
:4

4
11

:4
9

20
15

/0
3/

20
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

26
9

20
15

/0
3/

16
20

15
/0

3/
17

11
:5

9
12

:0
4

20
15

/0
4/

13
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

27
0

20
15

/0
4/

07
20

15
/0

4/
08

12
:3

1
12

:3
6

20
15

/0
5/

08
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

27
1

20
15

/0
4/

30
20

15
/0

4/
30

12
:5

9
13

:0
4

20
15

/0
5/

27
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

27
2

20
15

/0
5/

21
20

15
/0

5/
22

11
:4

4
11

:4
9

20
15

/0
6/

24
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

27
3

20
15

/0
6/

18
20

15
/0

6/
19

11
:5

9
12

:0
4

20
15

/0
7/

21
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

27
4

20
15

/0
7/

14
20

15
/0

7/
15

12
:1

3
12

:1
8

20
15

/0
8/

12
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

27
5

20
15

/0
8/

06
20

15
/0

8/
07

12
:1

3
12

:1
8

20
15

/0
9/

18
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

27
6

20
15

/0
9/

14
20

15
/0

9/
15

12
:0

2
12

:0
7

20
15

/1
0/

13
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

27
7

20
15

/1
0/

06
20

15
/1

0/
07

11
:5

5
12

:0
0

20
15

/1
1/

05
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

27
8

20
15

/1
0/

30
20

15
/1

0/
30

12
:1

7
12

:2
2

20
15

/1
1/

25
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

27
9

20
15

/1
1/

18
20

15
/1

1/
19

12
:1

2
12

:1
7

20
15

/1
2/

24
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

28
0

20
15

/1
2/

17
20

15
/1

2/
18

12
:4

5
12

:5
0

20
16

/0
2/

03
〃

8-
1

木
内

0.
1

0.
1

0.
3

28
1

20
16

/0
1/

28
20

16
/0

1/
29

12
:3

1
12

:3
8

20
16

/0
3/

18
「
マ
イ
ナ
ス
金
利
付
き
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
」
の
導
入
．

金
融
機
関
が
保
有
す
る
日
本
銀
行
当
座
預
金
に
▲

0.
1％
の
マ
イ
ナ
ス
金
利
を
適
用
す
る
．

マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
が
，
年
間
約

80
兆
円
に
相
当
す
る
ペ
ー
ス
で
増
加
す
る
よ
う
金
融
市
場
調

節
を
行
う
．

8-
1

木
内

0.
1

−
0.

1
0.

3

28
2

20
16

/0
3/

14
20

16
/0

3/
15

12
:2

8
12

:3
5

20
16

/0
5/

09
〃

8-
1

木
内

0.
1

−
0.

1
0.

3

28
3

20
16

/0
4/

27
20

16
/0

4/
28

11
:5

4
12

:0
1

20
16

/0
6/

21
〃

8-
1

木
内

0.
1

−
0.

1
0.

3

28
4

20
16

/0
6/

15
20

16
/0

6/
16

11
:3

8
11

:4
5

20
16

/0
8/

03
〃

8-
1

木
内

0.
1

−
0.

1
0.

3

28
5

20
16

/0
7/

28
20

16
/0

7/
29

12
:3

7
12

:4
4

20
16

/0
9/

27
〃

8-
1

木
内

0.
1

−
0.

1
0.

3

28
6

20
16

/0
9/

20
20

16
/0

9/
21

12
:5

8
13

:1
8

20
16

/1
1/

07
短
期
金
利
：
日
本
銀
行
当
座
預
金
の
う
ち
政
策
金
利
残
高
に
▲

0.
1％
の
マ
イ
ナ
ス
金
利
を
適
用

す
る
．

長
期
金
利
：

10
年
物
国
債
金
利
が
概
ね
現
状
程
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表
1
（
続
き
）

N
o.

会
合
開
始
日

会
合
終
了
日

会
合

終
了
時
刻

政
策

公
表
時
刻

議
事
要
旨

公
表
日

金
融
市
場
調
節
方
針

採
決

反
対
者

政
策
金
利

誘
導
目
標

水
準
（
％
）

補
完
当
座

預
金
適
用

利
率
（
％
）

基
準
割
引
率
・

基
準
貸
付
利
率

（
公
定
歩
合
）

（
％
）

34
8

20
24

/0
4/
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20

24
/0

4/
26

12
:1

5
12

:2
2
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/0
6/
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〃

9-
0

0.
1

0.
1

0.
3

34
9
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/0
6/
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20
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/0

6/
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12
:1

6
12

:2
3

20
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/0
8/
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〃
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0

0.
1

0.
1

0.
3
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0

20
24

/0
7/
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20
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/0

7/
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:4

9
12

:5
6
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/0
9/
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無
担
保
コ
ー
ル
レ
ー
ト
（
オ
ー
バ
ー
ナ
イ
ト
物
）
を
，

0.
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％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
促
す
．
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2

中
村
，
野
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0.
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5
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1
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9/
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20
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/0
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:4

5
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2
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/1
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〃
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0.
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2
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0/
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/1

0/
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:4

1
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:4
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/1
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〃
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0

0.
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0.
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5
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3
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/1
2/
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/1

2/
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:4

5
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:5
2

20
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/0
1/
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〃

8-
1

田
村

0.
25

0.
25

0.
5

注
1）
政
策
金
利
誘
導
目
標
水
準
に
つ
い
て
，

-
19

98
年

9
月

9
日
会
合
よ
り
前
は
，「
平
均
的
に
み
て
公
定
歩
合
水
準
を
や
や
下
回
っ
て
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
た
め
，
実
際
の
コ
ー
ル
レ
ー
ト
の

19
98
年

4
月

1
日
か
ら

19
98
年

9
月

8
日
の
日
次
デ
ー
タ
の
平
均
値

(0
.4

3％
)
と
し
た
．

-
19

99
年

2
月

12
日
会
合
か
ら

20
00
年

7
月

17
日
会
合
ま
で
は
，「
で
き
る
だ
け
低
め
に
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
た
め
，
便
宜
的
に
ゼ
ロ
と
し
た
．

-
20

01
年

3
月

19
日
会
合
か
ら

20
06
年

2
月

9
日
会
合
ま
で
は
，
金
融
市
場
調
節
の
主
た
る
操
作
目
標
が
日
本
銀
行
当
座
預
金
で
あ
っ
た
た
め
，
便
宜
的
に
ゼ
ロ
と
し
た
．

-
20

10
年

10
月

5
日
会
合
か
ら

20
13
年

3
月

7
日
会
合
ま
で
は
，「

0～
0.

1％
程
度
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
た
め
，
便
宜
的
に

0.
1％
と
し
た
．

-
20

13
年

4
月

4
日
会
合
か
ら

20
24
年

1
月

23
日
会
合
ま
で
は
，
金
融
市
場
調
節
の
操
作
目
標
が
マ
ネ
タ
リ
ー
ベ
ー
ス
で
あ
っ
た
た
め
，
便
宜
的
に

20
13
年

4
月

4
日
会
合
よ
り
前
と
同
様
の
水
準

(0
.1
％

)
と
し
た
．

注
2）
公
表
時
刻
に
つ
い
て

,
20

06
年

6
月

15
日
以
前
は
公
表
情
報
が
な
い
た
め

,
便
宜
的
に

,
決
定
会
合
の
終
了
時
刻
に
８
分
を
足
し
た
時
刻
を
収
録
し
て
い
る
（
詳
細
は
本
文
参
照
）．
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開催終了後，速やかに調節方針が公表されるため，金融市場とのコミュニケーションの観点か
ら，この会合の終了時刻は重要である．東京の金融市場は，11:30～12:30が昼休みであり，この時
間帯は主な取引が行われない．前述の決定会合の終了時刻について，この四半世紀の後半では特
に，この昼休みの間に終了することが多かった．最近の 10年間（2013年 4月～2023年 3月），全
98回の会合のうち昼休み中に調節方針が公表されたのは約 8割の 78回と，かなり多かったといえ
る（白塚，2023）4)．
定例の金融政策決定会合に加えて，金融経済情勢が急激に変化した場合には，臨時の会合を開催
して機動的に対応してきた．例えば，リーマンショックの後は，2008年 9月 29日，10月 14日と
立て続けに臨時決定会合が開催され，終了時刻は 22:45，21:34と異例の夜遅くになった．9月 29
日は，米ドルの流動性供給を大幅に拡充する協調策を 10か国の中央銀行で世界同時に公表するタ
イミングにあわせて決定会合を開催したことによる．10月 14日の臨時決定会合の開催事由は，日
本銀行 (2008)で，「国際金融資本市場の動向について点検を行うとともに，金融市場の安定を維持
していく観点から，金融調節面でさらに改善を図る方策（日本銀行当座預金制度の運用に関するも
のを除く）等，必要な金融調節事項の検討を行うため」とした．ちなみに，2008年 10月 13日の
夜（米国時間）には，TARP（Troubled Asset Relief Program）資金を使って米国の主要各行に
公的資本の注入案が公表されており，10 月 14 日の臨時決定会合は，この帰趨を踏まえての開催
だった．

2-2 金融政策決定会合の参加者：政策委員
金融政策決定会合での意思決定は，政策委員によって行われる．政策委員は，総裁 1名，副総裁

2名，審議委員 7名の計 9名で構成される．表 2は新日銀法施行後から四半世紀にわたる期間にお
ける政策委員を一覧にまとめたものである．
政策委員の任期は 5 年である．再任されるケースもあり，例えば，黒田委員は，2013 年から

2023年にかけて 5年間の総裁任期を 2回務めた．須田委員も 2001年から 2011年にかけて 2回審
議委員を務めた．また，役職をまたいで務めた委員もおり，例えば，2008年 3月 20日から 4月 8
日まで副総裁を務めた白川委員は，4月 9日から 2013年 3月 19日まで総裁を務めた．1998年 4
月 8日から 2005年 4月 7日まで審議委員を務めた植田委員は，2023年 4月 9日から総裁を務め
ている．この他，2005年 4月 8日から 2008年 3月 19日まで審議委員を務めた西村委員は 2008
年 3 月 20 日から 2013 年 3 月 19 日まで副総裁を務めた．なお，政策委員の数が 9 名を下回った
期間も存在している．なお，新日銀法施行時には，一斉に政策委員全員が任期満了で入れ替わって
しまうことを避けるため，任期は 5年に限らず，委員によって異なっていた．
政策委員の主な前職をみると銀行界，産業界，学界と多岐にわたる．就任した時点の年齢は，

60～70歳代が多い．男女比をみると，圧倒的に男性が多い．

2-3 金融政策決定会合の意思決定：政策委員による投票
金融政策決定会合における意思決定は，最終的に政策委員による投票で行われる．表 1にはこれ
までの会合における投票結果が掲載されている．1998 年 4 月～2023 年 3 月における全 339 回の
会合のうち，174回と約半分の会合で全員一致の投票結果となっている．

4 政策発表による金融市場のボラティリティの上昇をできる限り抑えるため，昼休みの間に公表された調節方針について咀嚼
する時間を設けることが意識されていたのかもしれない．
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表 2 政策委員の在任期間や経歴等

氏名 役職 着任日 離任日 生年月日 着任時年齢 性別 主な前職
速水優 総裁 1998/03/20 2003/03/19 1925/03/24 73 男 日本銀行
藤原作弥 副総裁 1998/03/20 2003/03/19 1937/01/14 61 男 報道機関
山口泰 副総裁 1998/04/08 2003/03/19 1940/11/12 57 男 日本銀行
後藤康夫 審議委員 1995/10/11 1999/10/10 1933/06/30 62 男 中央省庁
篠塚英子 審議委員 1998/04/01 2001/03/31 1942/05/01 56 女 大学
武富将 審議委員 1997/06/17 2001/06/16 1940 年 57 男 民間金融機関
三木利夫 審議委員 1998/04/01 2002/03/31 1932/2 月 66 男 産業界
中原伸之 審議委員 1998/04/01 2002/03/31 1934/12/11 63 男 産業界
植田和男 審議委員 1998/04/08 2005/04/07 1951/09/20 47 男 大学
田谷禎三 審議委員 1999/12/03 2004/12/02 1945/03/05 55 男 シンクタンク
須田美矢子 審議委員 2001/04/01 2011/03/31 1948/05/15 53 女 大学
中原眞 審議委員 2001/06/17 2006/06/16 1937/10/18 64 男 民間金融機関
福間年勝 審議委員 2002/04/05 2007/04/04 1937/04/23 65 男 産業界
春英彦 審議委員 2002/04/05 2007/04/04 1937/11/04 64 男 産業界
福井俊彦 総裁 2003/03/20 2008/03/19 1935/09/07 68 男 日本銀行
武藤敏郎 副総裁 2003/03/20 2008/03/19 1943/07/02 60 男 中央省庁
岩田一政 副総裁 2003/03/20 2008/03/19 1946/10/17 56 男 中央省庁
水野温氏 審議委員 2004/12/03 2009/12/02 1959/08/18 45 男 民間金融機関
西村清彦 審議委員 2005/04/08 2008/03/19 1953/03/30 52 男 大学
野田忠男 審議委員 2006/06/17 2011/06/16 1947/01/31 59 男 民間金融機関
亀崎英敏 審議委員 2007/04/05 2012/04/04 1943/04/01 64 男 産業界
中村清次 審議委員 2007/04/05 2012/04/04 1942/04/28 65 男 産業界
白川方明 副総裁 2008/03/20 2008/04/08 1949/09/27 58 男 日本銀行
西村清彦 副総裁 2008/03/20 2013/03/19 1953/03/30 55 男 大学
白川方明 総裁 2008/04/09 2013/03/19 1949/09/27 59 男 日本銀行
山口廣秀 副総裁 2008/10/27 2013/03/19 1951/03/06 58 男 日本銀行
宮尾龍蔵 審議委員 2010/03/26 2015/03/25 1964/07/03 46 男 大学
森本宜久 審議委員 2010/07/01 2015/06/30 1944/06/25 66 男 産業界
白井さゆり 審議委員 2011/04/01 2016/03/31 1963/01/02 48 女 大学
石田浩二 審議委員 2011/06/30 2016/06/29 1947/06/22 64 男 民間金融機関
佐藤健裕 審議委員 2012/07/24 2017/07/23 1961/08/02 51 男 民間金融機関
木内登英 審議委員 2012/07/24 2017/07/23 1963/11/29 49 男 シンクタンク
黒田東彦 総裁 2013/03/20 2023/04/08 1944/10/25 68 男 中央省庁
中曽宏 副総裁 2013/03/20 2018/03/19 1953/10/12 59 男 日本銀行
岩田規久男 副総裁 2013/03/20 2018/03/19 1942/10/03 70 男 大学
原田泰 審議委員 2015/03/26 2020/03/25 1950/09/01 65 男 中央省庁
布野幸利 審議委員 2015/07/01 2020/06/30 1947/02/01 68 男 産業界
櫻井眞 審議委員 2016/04/01 2021/03/31 1946/06/16 70 男 シンクタンク
政井貴子 審議委員 2016/06/30 2021/06/29 1965/03/08 51 女 民間金融機関
片岡剛士 審議委員 2017/07/24 2022/07/23 1972/11/30 45 男 シンクタンク
鈴木人司 審議委員 2017/07/24 2022/07/23 1954/01/08 64 男 民間金融機関
雨宮正佳 副総裁 2018/03/20 2023/03/19 1955/09/30 62 男 日本銀行
若田部昌澄 副総裁 2018/03/20 2023/03/19 1965/02/26 53 男 大学
安達誠司 審議委員 2020/03/26 2025/03/25 1965/07/04 55 男 民間金融機関
中村豊明 審議委員 2020/07/01 2025/06/30 1952/08/03 68 男 産業界
野口旭 審議委員 2021/04/01 2026/03/31 1958/03/17 63 男 大学
中川順子 審議委員 2021/06/30 2026/06/29 1965/07/26 56 女 民間金融機関
高田創 審議委員 2022/07/24 2027/07/23 1958/08/02 64 男 民間金融機関
田村直樹 審議委員 2022/07/24 2027/07/23 1961/07/09 61 男 民間金融機関
内田眞一 副総裁 2023/03/20 2028/03/19 1962/08/22 61 男 日本銀行
氷見野良三 副総裁 2023/03/20 2028/03/19 1960/04/25 63 男 中央省庁
植田和男 総裁 2023/04/09 2028/04/08 1951/09/20 72 男 大学

注 1）武富将委員については，出生年しか判明しないため，便宜的に出生月日を同年の 1 月 1 日として，着任時年齢を計算している．
注 2）三木利夫委員については，出生年月しか判明しないため，便宜的に出生日を同月の 1 日として，着任時年齢を計算している．
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反対票が投じられた会合をみると，1～2名の委員が反対した会合が多い．2008年 10月 31日に
は，異例の 4名が反対し，出席者が 8名であったため，可否が 4対 4の同数となった．この場合
は，議長が議長案を議決する決まりとなっている．

2-4 金融市場調節方針の公表
前述のとおり，調整方針や委員による投票結果は金融政策決定会合の終了後，速やかに日銀の
ウェブサイトで公表される．表 1 には，決定会合の終了時刻と調節方針の公表時刻を掲載してお
り，これらの時刻が判明している 2006年 7月 14日～2023年 3月 10日において，決定会合の終
了時刻から平均的に 8分遅れて調節方針が公表されている．なお，補論 1で説明されているデータ
ベースでは，調節方針の公表時刻について，2006年 6月 15日以前は公表情報がないため，便宜的
に，決定会合の終了時刻に 8分を足した時刻を収録している．

2-5 金融政策決定会合後の総裁記者会見
金融政策決定会合の開催後，政策委員の議長である総裁が記者会見を行う．新日銀法施行後の当
初は，毎月 1回目の会合の 2営業日後に実施していた．2003年 10月 10日からは，全ての会合の
当日中に実施されることになった．記者会見の開始時刻は，会合の終了時刻にもよるが，15:30か
ら行われることが多い．記者会見の時間は，60～90分間程度である．
なお，2022年 10月 28日からは，会合後の総裁記者会見が動画でライブ配信されることになっ
た．それまでは，記者会見参加者以外の人は，報道によってしか記者会見の内容を知ることができ
なかったが，動画配信が開始されてからは，リアルタイムで誰でも記者会見の内容を知ることがで
きるようになった．

2-6 議事要旨の公表
金融政策決定会合で議論された内容は，「議事要旨」として日銀ウェブサイトで公表される．会
合での議論の内容が発言者名を伏せたうえで簡潔にまとめられている．新日銀法施行後の当初は，
議事要旨が次々回の会合で承認され，その 3営業日後に公表されていた．2000年 9月 20日には，
公表がやや早期化され，おおむね 1か月程度を目処に次回または次々回の会合で承認され，その 3
営業日後，14:00 に公表されることになった．2007 年 6 月 20 日には，公表時刻が 8:50 に変更と
なった．
なお，会合における全ての発言は，「議事録」として，当該会合開催から 10年間の経過の後，日
銀ウェブサイトで公表される．この議事録では，発言者名も記載されている．ただし，発言内の個
人，個別企業に関する情報等は非公表とされる．

2-7 「主な意見」の公表
2015年 12月 17～18日に開催された金融政策決定会合から，会合で出た金融経済情勢や金融政
策運営に関する主要な意見について，会合終了から 1週間後を目途に，「金融政策決定会合におけ
る主な意見」として日銀ウェブサイトで公表されることになった．これは通称，「主な意見」と呼
ばれているものであり，議事要旨よりも簡潔で短い内容であるが，より早期に公表される資料と位
置づけられる．
「主な意見」は，各政策委員および政府出席者が，会合で表明した意見について，発言者自身で
一定の文字数以内に要約し，議長である総裁に提出した後，議長はこれを自身の責任において項目
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ごとに編集する，という手順で作成される．なお，公表時刻は 8:50である．

2-8 展望レポートの公表
2000年 10月 31日から，先行きの経済・物価見通しや上振れ・下振れ要因を詳しく点検し，そ

のもとでの金融政策運営の考え方を整理した「経済・物価情勢の展望」の公表が開始された．これ
は，通称「展望レポート」と呼ばれるものである．
日銀は，新日銀法施行前から，政策判断の背景となる金融経済情勢を説明する資料として，「金

融経済月報」を公表していた．金融政策決定会合では，金融経済情勢の点検を行い，それを踏まえ
て金融政策運営方針を決定するため，その点検の資料として「金融経済月報」が会合に向けて日銀
スタッフによって作成され，政策委員に配布・説明されていた．この資料は，概要をまとめた「基
本的見解」と，それに続く「背景説明」で構成されていた．
「金融経済月報」は毎月 1 回目の会合の 2 営業日後，8:50 に公表されていた．2000 年 9 月 18
日からは，公表がやや早まり，毎月 1回目の会合の翌営業日，14:00 に公表されることになった．
さらに，2003 年 11 月 21 日からは，「基本的見解」部分については，毎月 1 回目の会合日当日の
15:00に公表されることになった．「金融経済月報」は 2015年 12月まで公表され，2016年 1月以
降は，「展望レポート」に集約される形で，それ単体では公表されなくなった．
「展望レポート」は，2000年 10月 31日の公表開始時には，「経済・物価の将来展望とリスク評
価」という名称であった．2004年 4月 28日公表分から，「経済・物価情勢の展望」という名称に
なった．当初より，4月および 10 月の 2回目の会合の後に公表されていた．2004年 1月 20日か
らは，公表頻度が部分的に高まり，1 月および 7 月に公表される「金融経済月報」にて「展望レ
ポート」の「中間評価」を公表することになった．2016年 1月 29日からは，金融政策決定会合が
年 8回になったことに伴って，「展望レポート」は 1，4，7，10月の会合後，すなわち，年 4回の
頻度で公表されることになった．

2-9 政策委員の経済・物価見通し
「展望レポート」には，先行きの実質成長率や物価上昇率について，政策委員の見通しをまとめ
た計数が掲載されており，先行きの政策運営との関連で注目されることが多い．「政策委員の見通
し」として，(1)政策委員がそれぞれ作成する見通し計数のうち最低値，最高値を 1個ずつ除いた
ものを「幅」で示した「政策委員の大勢見通し」と，(2)政策委員の作成した全見通し計数を最低
値，最高値の「幅」で示した「政策委員全員の見通し」に加え，(3)2003年 4月 28日より中央値
も，公表されている5)．

2000 年 10 月 31 日の公表開始当初には，実質 GDP，国内卸売物価指数，消費者物価指数（除
く生鮮食品）の 3 つの指標（全て前年比）について，当年度の計数の見通しが掲載された．2001
年 10月 29日から，10月公表分については，当年度に加えて翌年度の見通しも掲載されるように
なった．また，2005年 4月 28日から，4月公表分についても当年度に加えて翌年度の見通しも掲
載されるようになった．さらに，2008年 10月 31日からは，当年度と翌年度に加えて，翌々年度
の見通しも掲載されるようになった．なお，2003年 10月 31日から，国内卸売物価指数は国内企
業物価指数に名称変更が行われ，2012 年 10 月 30 日の公表を最後に，掲載が終了された．一方，

5 この政策委員の見通しの計数は，補論 1 で説明されているデータベースに収録されている．
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2022年 4月 28日より，参考として除く生鮮食品・エネルギーの消費者物価指数も公表されるよう
になった．
政策委員の見通し計数に付随するものとして，2008 年 4 月 30 日から，「リスク・バランス・
チャート」が公表されることになった．このチャートは，実質 GDPと消費者物価指数の前年比の
見通しに関する確率分布に相当するグラフである．このチャートを見ることにより，中心的な見
通しに対して，上振れる，または，下振れる可能性の大小を読み取ることができる（中村・長江，
2008）．なお，チャートを作成するために，政策委員がそれぞれの見通しの確率分布をヒストグラ
ムの形で提出し，それを単純平均することにより，政策委員全員の見通しを集計した確率分布が作
られていた．
また，2012 年 10 月 30 日から，リスク・バランス・チャートに代えて，「政策委員の見通し分
布チャート」が公表されることになった．これは，リスク・バランス・チャートを作成したうえ
で，上位 10％と下位 10％を控除し，10％の分位点ごとに色分けしたものである．このチャートは，
2015年 10月 31日まで公表されていた．

2015年 10月 31日から，追加的に，「政策委員の経済・物価見通しとリスク評価」が公表される
ことになった．これは，Fedが公表している，いわゆる「ドットチャート」に似たもので，時系列
的なグラフ上に，各政策委員が最も蓋然性が高いと考える見通しの数値が点（マーカー）で示され
ている．各点は，形状により各政策委員が考えるリスクバランスを示しており，具体的に，〇は
「リスクは概ね上下にバランスしている」，△は「上振れリスクが大きい」，▼は「下振れリスクが
大きい」と各政策委員が考えていることを示している．

3. 金融市場調節方針の変遷

決定会合で決定された調節方針は，まさに金融政策そのものである．本節では，新日銀法施行
後，この調節方針がどのように変遷してきたかを俯瞰する．なお，各会合の調節方針の抜粋は表 1
に掲載されている．金融政策およびその背景となった当時の経済情勢をたどるにあたって，次の 4
つの期間に分けて説明する．
まず，(1)1998～2006年は，ゼロ金利政策および量的緩和政策といった，いわゆる「非伝統的金
融政策」が導入された時期である．次に，(2)2006～2012年は，短期金利を政策目標とするいわゆ
る「伝統的金融政策」に一時的に戻った後，世界的な金融危機の対応で再び，非伝統的金融政策が
導入された時期である．(3)2013～2023年は，「量的・質的金融緩和」の導入によりそれまでの非
伝統的金融政策が強化され，さらに，新型コロナウイルス感染症の広まりに対応した時期である．
最後に，(4)2024年以降は，再び，短期金利を政策目標とする伝統的金融政策に戻った時期である．

3-1 1998～2006年：ゼロ金利政策と量的緩和政策
新日銀法施行後，初の決定会合は速水総裁を議長として行われ，調節方針（1998年 4月 9日公
表）は，無担保コールレート（オーバーナイト物，以下同じ，簡便的にコールレートと呼称）を
平均的にみて公定歩合水準をやや下回って推移するよう促す，と決定された．当時の公定歩合は
0.5％であり，操作目標である政策金利（コールレート）の水準をそれまでの歴史的にみてかなり
低い水準に誘導する政策が行われていた．その背景として，1990年代初頭の日本経済のバブル崩
壊後，政策金利の切り下げが続いたうえ，1997年には山一証券や北海道拓殖銀行の破綻など，国
内における「金融危機」が発生し，日本経済は深刻な不況に見舞われていた．この間，銀行の不良
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債権問題が深刻化し，信用収縮が発生していた．その後，1998年 9月 9日には調節方針が無担保
コールレートを平均的にみて 0.25％前後で推移するよう促す，と変更された．
不況が好転しないなか，1999年 2月 12日には調節方針が，より潤沢な資金供給を行い，コール
レートをできるだけ低めに推移するよう促す，と変更された．また，「その際，短期金融市場に混
乱の生じないよう，その機能の維持に十分配意しつつ，当初 0.15％前後を目指し，その後市場の状
況を踏まえながら，徐々に一層の低下を促す」と言及されており，いわゆる「ゼロ金利政策」の導
入となった．

1999年 10月 13日には，調節方針が，豊富で弾力的な資金供給を行い，コールレートをできる
だけ低めに推移するよう促す，と変更された．この変更の背景としては，コンピュータのいわゆる
「2000 年問題」があり，年末における金融市場の流動性の低下を避ける目的もあった．2000 年に
入り景気回復を示す経済指標がみられたことから，2000 年 8 月 11 日には，調節方針が，コール
レートを平均的にみて 0.25％前後で推移するよう促す，と変更された．すなわち，ゼロ金利政策の
解除である．
その後，景気が再び悪化し，2001年 2月 28日には，調節方針が，コールレートを平均的にみて

0.15％前後で推移するよう促す，と政策金利の切り下げが行われた．続く決定会合の 2001年 3月
19 日には，調節方針が，金融市場調節の主たる操作目標を日本銀行当座預金残高とする，この金
融市場調節方式を，消費者物価指数（全国，除く生鮮食品）の前年比上昇率が安定的にゼロ％以上
となるまで継続する，日本銀行当座預金残高が 5兆円程度となるよう金融市場調節を行う，と変更
された．すなわち，「量的緩和政策」の導入である．また，「前年比上昇率が安定的にゼロ％以上と
なるまで継続する」としたのは，先行きの金融政策にコミットするフォワードガイダンス（その当
時は「時間軸効果」と呼ばれた）に当たる6)．この政策のもとで，コールレートはほぼゼロの水準
となり，再び，ゼロ金利の期間に入る．なお，続く決定会合に伴う 2001年 4月 13日の調節方針
では，単に，日本銀行当座預金残高が 5兆円程度となるよう金融市場調節を行う，とだけ明記され
ているが，これは政策変更が行われたわけではない．
こうした施策に続き，追加的な緩和策として，日銀は日本銀行当座預金残高に対する政策目標を
引き上げていくこととなる．2001 年 8 月 14 日の調節方針では，日本銀行当座預金残高が 6 兆円
程度となるよう金融市場調節を行う，と変更された．続く決定会合の 2001年 9月 18日の調節方
針では，日本銀行当座預金残高が 6兆円を上回ることを目標として潤沢な資金供給を行う，と一歩
踏み込んだ形に変更された．さらに，2001年 12月 19日の調節方針では，日本銀行当座預金残高
が 10～15兆円程度となるよう金融市場調節を行う，と変更されたほか，2002年 10月 30日の調
節方針では，その額が 15～20兆円程度と変更された．

2003年 3月 5日の調節方針では，3月 31日までは，日本銀行当座預金残高が 15～20兆円程度
となるよう金融市場調節を行い，4月 1日以後は，日本郵政公社の発足に伴い，日本銀行当座預金
残高が 17～22兆円程度となるよう金融市場調節を行う，と変更された．この変更は，理由に明記
されているとおりで，追加緩和という意味合いはなく，同日より日本郵政公社が日本銀行に当座預
金を開設するため，その予想保有分を従来の目標当座預金残高に加えたという技術的な調整によ
る．続く 4月 8日の調整方針では，日本銀行当座預金残高が 17～22兆円程度となるよう金融市場

6 フォワードガイダンスの導入は，1999 年 4 月 13 日の速水総裁定例記者会見で，「デフレ懸念の払拭ということが展
望できるような情勢になるまでは，市場の機能に配慮しつつ，無担保コール・オーバーナイトレートを事実上ゼロ％で推移さ
せ，そのために必要な流動性を供給していく現在の政策を続けていくことになると思っている．」と述べたことがはじまりとさ
れている．
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調節を行う，とだけ記述された．
2003年 3月に福井総裁が就任し，追加緩和はその後も続いた．2003年 4月 30日の調節方針で
は，残高目標が 22～27兆円程度，2003年 5月 20日の調節方針では，27～30兆円程度と引き上げ
られた．2003年 10月 10日の調節方針では，残高目標が 27～32兆円程度と引き上げられたほか，
「金融政策の透明性強化について」として，量的緩和政策継続のコミットメントの明確化が行われ
た．すなわち，量的緩和政策の継続期間について，(1)直近公表の消費者物価指数の前年比上昇率
が，単月でゼロ％以上となるだけでなく，基調的な動きとしてゼロ％以上であると判断できること
が必要，および，(2)政策委員の多くが，見通し期間において，消費者物価指数の前年比上昇率が
ゼロ％を超える見通しを有していることが必要，と明記された．その後，2004年 1月 20日の調節
方針では，残高目標が 30～35兆円程度に引き上げられた．
さて，これらの期間における調節方針の決定について，表 1に掲載されている投票結果をみてみ
よう．1998年 6月 12日には，議長案に対して三木委員，中原（伸）委員の 2名が反対しており，
反対意見としては，より金融緩和を行うべきという趣旨であった．続く，6月 25日から 8月 11日
には，同じ趣旨で中原（伸）委員が引き続き反対した．追加的な緩和措置の政策変更が行われた 9
月 9 日には，篠塚委員が追加緩和は必要ないとして反対し，同じ趣旨で，ゼロ金利政策が解除さ
れる直前の会合，すなわち，2000年 7月 17日まで引き続き反対した．この間，1998年 10月 28
日には，中原（伸）委員が，調節方針の文言についてより明確化すべきという理由で反対した．ま
た，11月 27日には，同委員が追加的な緩和措置が必要という趣旨で議長案に反対し，同じ趣旨で
1999年 1月 19日まで反対した．
ゼロ金利政策が導入された会合の次の会合となる 1999 年 2 月 25 日には，中原（伸）委員が，
追加的な緩和措置が必要という趣旨で議長案に反対した．その後，同委員は緩和度合いや金融政策
の枠組みなどについて議長案に賛同できない，また，一層の金融緩和措置が必要である，などの趣
旨で，2001年 2月 28日まで引き続き反対した．この間，ゼロ金利政策が解除された 2000年 8月
11日には，中原（伸）委員に加えて，植田委員が同政策の解除はもう少し待った方がよいという趣
旨で議長案に反対した．

2001年 2月 9日には，現状維持の議長案に対して，中原（伸）委員，植田委員，田谷委員の 3
名が，追加的な緩和措置が必要であるという趣旨で反対した．続いて，政策金利目標を 0.25％から
0.15％に切り下げる政策変更を行った 2月 28日には，中原（伸）委員が追加的な緩和措置が必要
であるという趣旨から，また，篠塚委員が政策金利目標は現状維持が望ましいという趣旨から，そ
れぞれ議長案に反対した．続いて，量的緩和政策が導入された 3月 19日の会合では，篠塚委員が
量的な目標を導入することは望ましくないという趣旨から，議長案に反対した．
量的な目標のもとで，追加的な緩和措置の政策変更が行われた 2001 年 8 月 14 日には，中原

（伸）委員が議長案に対して，より緩和的な措置が必要という趣旨で反対し，同様の趣旨で，2002
年 3月 20日まで引き続き反対した．2003年 4月 8日には，現状維持の議長案に対して，福間委
員が追加的な緩和措置が必要という趣旨で反対した．追加的な緩和措置の政策変更が行われた 5
月 20日には，田谷委員と須田委員が，そうした追加緩和は望ましくないという趣旨で議長案に反
対した．9月 12日には，現状維持の議長案に対して，福間委員が追加的な緩和措置が必要という
趣旨で反対した．追加的な緩和措置の政策変更が行われた 2003年 10月 10日には，植田委員，田
谷委員，須田委員がそうした追加緩和は望ましくないという趣旨から議長案に反対した．同様に，
2004年 1月 20日には，田谷委員，須田委員が同じ趣旨で議長案に反対した．

2005年 4月 6日には，現状維持の議長案に対して，福間委員が量的目標の引き下げが望ましい
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という趣旨で反対した．続く 4月 28日は，同委員に加えて水野委員も同様の趣旨で反対し，両委
員の反対は，2006年 2月 9日まで続いた．

3-2 2006～2012年：一時的な短期金利政策と世界的な金融危機への対応
景気回復を背景に，2006年 3月 9日には，調節方針が，コールレートをおおむねゼロ％で推移

するよう促す，と変更された．すなわち，量的緩和政策が解除され，政策目標が短期金利に戻っ
た．この決定会合では，「第 1の柱では，先行き 1年から 2年の経済・物価情勢について，最も蓋
然性が高いと判断される見通しが，物価安定のもとでの持続的な成長の経路をたどっているかとい
う観点から点検する．第 2の柱では，より長期的な視点を踏まえつつ，物価安定のもとでの持続的
な経済成長を実現するとの観点から，金融政策運営に当たって重視すべき様々なリスクを点検す
る．」とした「2つの柱アプローチ」が導入され，その後，日本銀行の金融政策を点検する基本的な
フレームワークとなった．
加えて，「物価の安定」についての考え方も公表され，「消費者物価指数の前年比で表現すると，

0～2％程度であれば，各委員の「中長期的な物価安定の理解」の範囲と大きくは異ならないとの見
方で一致した．また，委員の中心値は，大勢として，概ね 1％の前後で分散していた．」とした．こ
の「中長期的な物価安定の理解」とは，政策委員が中長期的にみて物価が安定していると理解する
物価上昇率のことを指す．この決定会合で，前述の新たな金融政策運営の枠組みが導入されるとと
もに，改めて「物価の安定」についての考え方が整理された．
さらに，7月 14日には，調節方針が，コールレートを 0.25％前後で推移するよう促す，と変更
され，ゼロ金利政策が解除された．その後，2007年 2月 21日には，調節方針が，コールレートを
0.5％前後で推移するよう促す，と変更され，利上げとなった．

2008年 4月，白川総裁が就任し，同年 9月には米国でいわゆるリーマンショックが起こり，日
本経済も世界的な金融危機に見舞われる．10月 31日には，調節方針が，コールレートの誘導目標
を 0.2％引き下げ，0.3％前後で推移するよう促す，と変更され，利下げとなった．12 月 19 日に
は，調節方針が，コールレートの誘導目標を 0.2％引き下げ，0.1％前後で推移するよう促す，と変
更され，追加の利下げとなった．
金融危機の影響による金融市場の混乱のなか，市場機能の安定確保を目的として，2008年 10月

31 日には，資金供給の円滑化のための手段として，「補完当座預金制度」が導入された．これは，
日銀が受け入れる当座預金および準備預り金のうち，いわゆる「超過準備」（準備預金制度に基づ
く所要準備を超える金額）に利息を付す制度である．同日の決定では，その適用金利を 0.1％とし
た．これ以降，コールレートの金利の変動範囲は，この補完当座預金制度の適用金利が下限，公定
歩合が上限と認識されることとなる．
日本経済が直面していた重要課題として，潜在成長率や生産性が低位に留まるなか，成長基盤強
化に向けた民間金融機関の自主的な取り組みを金融面から支援するため，2010年 6月 15日には，
「成長基盤強化を支援するための資金供給」が導入された．これは，民間金融機関による成長基盤
強化に向けた融資・投資の取り組みに応じて，当該金融機関に対し，長期かつ低利の資金を適格な
担保を裏付けとして供給する措置である7)．

2010年 10月 5日には，調節方針が，コールレートを，0～0.1％程度で推移するよう促す，と変
更され，事実上のゼロ金利政策となった．また，「包括的な金融緩和政策」（いわゆる，「包括緩和」）

7 その後のいわゆる「貸出支援」に関する政策の変遷は，補論 2 に整理した．
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が導入され，①「消費者物価指数の前年比で 2％以下のプラスの領域にあり，委員の大勢は 1％程
度を中心と考えている」とする「『中長期的な物価安定の理解』に基づく時間軸の明確化」，および，
②国債，CP，社債，指数連動型上場投資信託（ETF），不動産投資信託（J-REIT）など多様な金
融資産の買入れを行う「資産買入等の基金の創設」が行われた．この資産買入等の基金の規模は，
続く 10月 28日の決定会合で 35兆円程度とすることが決められた．

2011年 3月 14日には，直前に発生した東日本大震災の影響を受けて，調節方針に，「こうした
調節方針のもとで，金融市場における需要を十分満たす潤沢な資金供給を行い，金融市場の安定確
保に万全を期していく」という文言が追加された．続く 4月 7日には，調節方針からこの文言が削
除された．この間，3月 14日には，調節方針が，資産買入等の基金を 40 兆円程度にすると変更さ
れ，追加的な緩和措置となった．その後，調節方針で資産買入等の基金を，50 兆円程度（8 月 4
日），55兆円程度（10月 27日），65兆円程度（2012年 2月 14日），70兆円程度（4月 27日），80
兆円程度（9月 19日），91兆円程度（10月 30日），101兆円程度（12月 20日）へ，それぞれ変更
すると調節方針が変更され，追加的な緩和措置が続いた．この間，12月 20日には，「貸出増加を
支援するための資金供給」が導入された．
また，2012年 2月 14日には，「中長期的な物価安定の目途」が導入された．「中長期的に持続可
能な物価の安定と整合的と判断する物価上昇率」として，日銀は消費者物価の前年比上昇率で 2％
以下のプラスの領域にあると判断しており，当面は 1％を目途とすることが明記された．同時に調
節方針では，1％のインフレ率が見通せるようになるまで，実質的なゼロ金利政策と金融資産の買
入れ等の措置により，強力に金融緩和を推進していくことが明記された．
これらの期間における調節方針の決定について，表 1に掲載されている投票結果をみると，量的
緩和政策が解除された 2006年 3月 9日には，中原（眞）委員が，同政策の解除はもう少し後が望
ましいという趣旨から，議長案に反対した．2007年 1月 18日には，現状維持の議長案に対して，
須田委員，水野委員，野田委員の 3名が，コールレートの誘導目標を 0.5％に引き上げるべきとい
う趣旨で反対した．続く 2月 21日には，コールレートの誘導目標を 0.5％に引き上げる議長案に
対して，岩田委員が，現状維持が望ましいという趣旨で反対した．7月 12日には，現状維持の議
長案に対して，水野委員が，追加的な利上げが望ましいという趣旨で反対し，同じ理由で 11月 13
日まで反対を続けた．

2008年 10月 31日には，コールレートの誘導目標を 0.5％から 0.3％に引き下げる議長案に対し
て，須田委員，水野委員，中村委員，亀崎委員の 4名が 0.25％への引き下げが望ましいという趣旨
で反対した．投票結果が可否同数（ともに 4名）となったため，議長案を議長が可決した．12月
19日には，コールレートの誘導目標を 0.1％に引き下げる議長案に対して，野田委員が，誘導目標
の引き下げは望ましくないという趣旨から反対した．

3-3 2013～2023年：量的・質的金融緩和政策
2013年 1月 22日には，「物価安定の目標」が導入された．すなわち，目標消費者物価の前年比
上昇率で 2％とした．金融緩和を推進し，これをできるだけ早期に実現することを目指す，と明記
された．また，「デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携につい
て（共同声明）」が公表された．

2013年 4月に黒田総裁が就任し，4月 4日には，「量的・質的金融緩和」が導入された．いわゆ
る QQE（Quantitative and Qualitative Monetary Easing）の開始である．金融市場調節の操作
目標をコールレートからマネタリーベースに変更し，調節方針はマネタリーベースが，年間約 60～
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70 兆円に相当するペースで増加するよう金融市場調節を行う，と変更された．長期国債買入れの
保有残高が年間約 50 兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行う，と明記された．また，
ETFおよび J-REITの保有残高が，それぞれ年間約 1兆円，年間約 300億円に相当するペースで
増加するよう買入れを行うことも明記された．なお，長期国債の買入れの平均残存期間を 7年程度
とすることも明記された．
この背景として，2012年末の安倍晋三内閣の発足に伴い，デフレからの脱却と経済成長を目指

し，「大胆な金融政策」，「機動的な財政政策」，「成長戦略」を「3本の矢」と称する経済政策が打ち
出された（通称，「アベノミクス」）．このアベノミクスの「第一の矢」として金融緩和が位置づけ
られ，安倍政権から，日銀による 2％の物価安定の目標の設定や，大規模な金融緩和の実施が必要
であるという主張が展開された．

2014 年 10 月 31 日には，「量的・質的金融緩和の拡大」が行われた．調節方針は，マネタリー
ベースが年間約 80兆円に相当するペースで増加するよう金融市場調節を行う，と変更された．長
期国債の買入れは，保有残高が年間約 80兆円に相当するペースで増加するよう，また，ETFおよ
び J-REITについて，保有残高が，それぞれ年間約 3兆円，年間約 900億円に相当するペースで増
加するよう買入れを行う，と変更された．なお，長期国債の買入れの平均残存期間を 7年～10年
程度に延長する，と変更された．

2016年 1月 29日には，「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」が導入された．調節方針では，
金融機関が保有する日本銀行当座預金に–0.1％のマイナス金利を適用する，と追加的に明記され
た．また，長期国債の買入れの平均残存期間を 7年～12年程度とすることが明記された．2016年
7月 29日には，「金融緩和の強化」として，主に英国の EU離脱問題（いわゆる Brexit）に起因す
る国際金融市場の不安定な動きに対応するため，調節方針の中で，ETF買入れ額の増額を行った．

2016年 9月 21日には，「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」が導入された．調節方針では，
長短金利の操作について，短期金利は引き続き–0.1％のマイナス金利であり，長期金利は 10 年物
国債金利がおおむね現状程度（ゼロ％程度）で推移するよう，長期国債の買入れを行うことが明記
された．いわゆる「イールドカーブ・コントロール」（Yield Curve Control, YCC）の開始である．
同時に，平均残存期間の定めは廃止された．また，ETFについて，保有残高が年間約 6兆円に相
当するペースで増加するよう買入れを行う，と変更された．また，マネタリーベースの残高につい
て，消費者物価指数（除く生鮮食品）の前年比上昇率の実績値が安定的に 2％を超えるまで，拡大
方針を継続する，と明記された．いわゆる「オーバーシュート型コミットメント」の開始である．

2018年 4月，黒田総裁が再任され，日本経済の回復を背景として，同年 7月 31日には，「強力
な金融緩和継続のための枠組み強化」として，調節方針では，長期金利の目標について，経済・物
価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとし，買入れ額については，保有残高の増加額年
間約 80 兆円を目途としつつ，弾力的な買入れを実施する，と柔軟化が行われた．同時に，イール
ドカーブ・コントロールに関するフォワードガイダンスとして，2019 年 10 月に予定されている
消費税率引き上げの影響を含めた経済・物価の不確実性を踏まえ，当分の間，現在のきわめて低い
長短金利の水準を維持することを想定している，と明記された．
新型コロナウイルス感染症の拡大を背景として，2020年 3月 16日には，流動性の供給を目的と
して，「一層潤沢な資金供給の実施」および「企業金融支援のための措置」が打ち出された．後者に
ついては，「新型コロナウイルス感染症にかかる企業金融支援特別オペ」（いわゆるコロナ・オぺ）
の導入，および，CP・社債等買入れの増額が行われた．また，ETFおよび J-REITについて，保
有残高が，それぞれ年間約 12 兆円，年間約 1800 億円に相当するペースで増加するよう買入れを
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行う，と変更された．
続く，2020年 4月 27日には，調節方針で，CP・社債等買入れの増額，コロナ・オペの拡充，国
債のさらなる積極的な買入れが明記された．10 年物国債金利について，ゼロ％程度で推移するよ
う，上限を設けず必要な金額の長期国債の買入れを行う，と明記された．また，「その際，金利は，
経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとする」と付言された．国債買入れにつ
いては，債券市場の流動性が低下しているもとで，政府の緊急経済対策により国債発行が増加する
ことの影響も踏まえ，債券市場の安定を維持し，イールドカーブ全体を低位で安定させる目的，と
言及された．

2021 年 3 月 19 日には，「より効果的で持続的な金融緩和について」として，「貸出促進付利制
度」の創設や，イールドカーブ・コントロールについて，平素は柔軟な運営を行うため，長期金利
の変動幅は± 0.25％程度であることが明確化された．調節方針は，10年物国債金利について，前
回までの文言から「その際，金利は，経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものと
する」の部分が削除された．
イールドカーブ・コントロールにおいて，10 年物国債金利の「変動幅」が段階的に変更されて
きた．変動幅を段階的に拡大することにより，10 年物国債金利の上限が高まっていき，その意味
において，他を一定とした場合に金融緩和度合いの縮小と解釈できる．この変動幅のクロノロジー
として，長田・中澤 (2024)が詳しく整理している．彼らの分析によると，イールドカーブ・コン
トロールが導入された当初は，この変動幅について明記されていなかったが，金融市場参加者から
は，± 0.1％程度と認識されていた．

2018年 7月 31日に，金融政策決定会合後の総裁記者会見で，変動幅について「概ね± 0.1％の
幅から，上下にその倍程度変動しうる」と言及されたことから，この時点で± 0.2％に拡大された
とみなすことができる．2021 年 3 月 19 日には前述のとおり，± 0.25％に拡大され，2022 年 12
月 20日には，調節方針で，長期金利の変動幅を± 0.5％程度に拡大することが明記された．

2023年 4月，植田総裁が就任し，同年 7月 28日には，長期金利の変動幅は± 0.5％程度とした
まま，「より柔軟に運用する」と言及され，具体的に，10年物国債金利について 1.0％の利回りで
の指値オペを実施することが明記された．すなわち，状況によっては 10 年物国債金利が 1.0％ま
で上昇することを許容することとなった．2023年 10月 31日には，プラスとマイナスで示されて
いた変動幅による方針が削除され，長期金利の「上限」の目途を 1.0％とすることが明記された．
このように，イールドカーブ・コントロールの枠組みの中で，一貫して長期金利の目標はゼロ％
としつつも，変動幅や上限を変更していくことによって，短期金利の利上げと似た金融緩和度合い
の縮小を段階的に行ってきたといえる．

2013 年以降の調節方針に対する投票結果をみると，量的質的金融緩和の拡大を行った 2014 年
10月 31日には，それまでの調節方針を維持することが望ましいとして，森本委員，石田委員，佐
藤委員，木内委員の 4名が議長案に反対した．その次の会合である 11月 19日には，木内委員が
前回会合より前の調節方針が望ましいとして議長案に反対し，その後，同様の理由で 2017年 7月
20日（同委員の任期満了直前）まで反対を行った．
マイナス金利の導入を行った 2016年 1月 29日には，白井委員，石田委員，佐藤委員，木内委
員の 4名が議長案に反対した．反対の理由は委員によって異なっており，白井委員はマイナス金利
の導入が資産買入れの限界と誤解される懸念等を理由に，また，佐藤委員はマネタリーベースの増
加ペースの縮小と合わせて行うべきであるという理由から，それぞれ反対した．石田委員はこの段
階でマイナス金利の導入は必要ないという理由から，また，木内委員は，マイナス金利の導入が長
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期国債買入れの安定性を低下させることを理由に，それぞれ反対した．その後，佐藤委員と木内委
員の 2名は，市場機能や金融仲介機能および国債市場の安定性を損ねることから，マイナス金利に
ついて 2017年 7月 20日（両委員の任期満了直前）まで続いて反対した．

2016年 7月 29日の ETF買入れ額の増額について，両委員は日本銀行の財務健全性に及ぼす悪
影響を及ぼす可能性などを理由に増額が過大であるとして，議長案に反対した．両委員は同様の理
由で 2017年 7月 20日まで続いて反対した．

2016年 9月 21日のイールドカーブ・コントロールの導入について，佐藤委員は，10 年金利の
目標をゼロ％程度とすることは金融仲介機能に悪影響を及ぼすとして議長案に反対した．また，木
内委員は国債買入れペースの一段の拡大を強いられるリスクがあるとして議長案に反対した．両委
員は同様の理由で 2017年 7月 20日まで続いて反対した．

2017年 9月 21日には，着任して最初の決定会合となる片岡委員が，現行の調節方針より強力な
緩和措置が必要であるという理由から，議長案に反対し，2022年 7月 21日（同委員の任期満了直
前）まで続いて反対した．

3-4 2024年～：短期金利政策への回帰
景気回復を背景として，2024年 3月 19日には，「金融政策の枠組みの見直し」として，量的・

質的金融緩和，マイナス金利，イールドカーブ・コントロール，オーバーシュート型コミットメン
トを終了し，調節方針をコールレートが 0～0.1％程度で推移するよう促す，とした．この決定によ
り，短期金利を政策目標とする金融政策へ回帰したといえる．7月 31日には，調節方針をコール
レートが 0.25％程度で推移するよう促す，と利上げを行った．この決定でいわゆるゼロ金利政策が
終了したことにより，非伝統的金融政策から伝統的な金融政策へ回帰したとみなすことができる．
調節方針の決定に対する投票結果をみると，2024年 3月 19日には，中村委員，野口委員の 2名

が議長案に反対した．中村委員は，マイナス金利は継続するのが望ましいことを理由に，また，野
口委員は，イールドカーブ・コントロールとマイナス金利のいずれかは継続するのが望ましいこと
を理由にした．7 月 31 日には，田村委員が，コールレートが 0.25％ではなく 0.5％程度で推移す
るように，議長案よりも大きな利上げを行うのが望ましいという理由から，反対した．

4. おわりに

本稿では，新日銀法の施行から四半世紀の期間を対象として，金融政策決定会合に関するクロノ
ロジーをまとめた．これをデータセット化したものは一般に公開しており，補論 1でその内容を解
説している．
このクロノロジー・データを用いて，いわゆる中央銀行コミュニケーションの研究における様々
な分析が可能になると考えられる (Blinder et al., 2008, 2017)．例えば，日銀の金融政策に関す
る情報発信が金融市場に与える影響を分析することは重要であり，中島・服部 (2010) は，新日
銀法施行後 10 年間を対象として，日銀の情報発信が金利先物のボラティリティに与える影響を
分析している（Ehrmann and Fratzscher, 2007, Bennani et al., 2020等も参照）．また，Hattori
et al. (2021)は，日銀の政策委員による物価予想と組織としてのインフレターゲット（物価目標）
の導入の関係を分析している．このほか，決定会合の投票行動やその影響に関する分析や委員会制
に関する議論にも活用できるデータであると考えられる（例えば，藤木，2005, Gerlach-Kristen,
2004, Horvath et al., 2012, 2016等を参照）．
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補論 1. 金融政策クロノロジー・データベース

本補論では，クロノロジー・データベースの詳細について解説する．データベースは，3 つの
ファイルに分かれており，(1) 金融政策決定会合データ，(2) 政策委員データ，(3) 政策委員見通
しデータで構成されている．対象期間は，新日銀法が施行された 1998年 4月 1日以降である（政
策委員の見通しについては，公表が開始された 2000年 10月 31日以降）．前述のとおり，本デー
タベースは，ウェブサイト https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/bojmpから取得可能で
ある．

A-1. 金融政策決定会合データ（boj_pm.csv）
データの各行は，各会合を表す．すなわち，会合が開催された日（2日間会合の場合は 1つと数

える）をもとにした時系列データとなっている．各列に格納されているデータは以下のとおり．
1. 会合を開始した日（YYYYMMDD）．
2. 会合を終了した日（YYYYMMDD）．1日開催の場合は，1．に一致．
3. 会合の終了時刻（HHMM）．
4. 政策公表時刻（HHMM）．政策公表日は 2．を参照．2006年 6月 15日までは不明のため概算
値（本文参照）．

5. 議事要旨の公表日（YYYYMMDD）．
6. 金融調節市場方針．会合によっては，抜粋．
7. 政策短期金利の誘導目標水準（％）．
8. 補完当座預金の適用利率（％）．
9. 基準割引率・基準貸付利率（公定歩合，％）．

10.（以降）政策委員 Xの出席および投票結果．議長案に賛成の場合は「0」，反対の場合は「1」，
参加していない場合（任期期間外も含む）は空欄．番号 Xについては，A-2節の「政策委員
データ」を参照．

なお，このデータに収録されている個々の内容について全て日銀のウェブサイトから取得した．

A-2. 政策委員データ（boj_bm.csv）
データの各行は委員を表す．順番は着任した日が早い順とする．各列に格納されているデータは

以下のとおり．
1. 番号．
2. 氏名．
3. 役職．
4. 着任日（YYYYMMDD）．
5. 離任日（YYYYMMDD）．
6. 出生日（YYYYMMDD）．
7. 着任日年齢．
8. 性別．男性の場合は「0」，女性の場合は「1」
9. 主な前職．

https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/bojmp
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なお，このデータに収録されている個々の内容については，日銀のウェブサイト，および，「国
立国会図書館インターネット資料収集保存事業」(https://warp.ndl.go.jp/) に保存されている日
本銀行ウェブサイトの過去の情報から取得した．ただし，「6．出生日」について，これらのサイト
に掲載がなかったことから，下記の委員については，同保存事業に保存されている日本銀行以外の
サイトから取得した情報に基づいている．
• 後藤康夫委員
衆議院「第 174回国会答弁本文情報」
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9906922/www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_shits
umon.nsf/html/shitsumon/b174126.htm

• 武富将委員
NTTデータ経営研究所の雑誌「情報未来」
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/6020497/www.keieiken.co.jp/pub/infofuture/
backnumbers/26/no26_kikou01.pdf
なお，出生年しか判明しなかったため，便宜的に出生月日を同年の 1月 1日としている．

• 三木利夫委員
官邸ウェブサイト「産業再生機構関連法の概要」
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12251721/www.kantei.go.jp/jp/singi/sangyosa
isei/dai5/5siryou2.pdf
なお，出生年月しか判明しなかったため，便宜的に出生日を同月の 1日としている．

A-3. 政策委員見通しデータ（boj_fc.csv）
データの各行は見通しの公表日であり，時系列データとなっている．各列に格納されているデー
タは以下のとおり．過去に公表されていなかった計数については，空欄とする．また，消費者物価
指数について，消費増税の影響を除くベースが公表されている場合は，その計数を収録．
(a) 実質 GDP（前年比，％）

1．大勢見通し，今年度，中央値．
2．大勢見通し，今年度，下限．
3．大勢見通し，今年度，上限．
4．大勢見通し，翌年度，中央値．
5．大勢見通し，翌年度，下限．
6．大勢見通し，翌年度，上限．
7．大勢見通し，翌々年度，中央値．
8．大勢見通し，翌々年度，下限．
9．大勢見通し，翌々年度，上限．
10．全員，今年度，下限．
11．全員，今年度，上限．
12．全員，翌年度，下限．
13．全員，翌年度，上限．
14．全員，翌々年度，下限．
15．全員，翌々年度，上限．

https://warp.ndl.go.jp/
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9906922/www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b174126.htm
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9906922/www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b174126.htm
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/6020497/www.keieiken.co.jp/pub/infofuture/backnumbers/26/no26_kikou01.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/6020497/www.keieiken.co.jp/pub/infofuture/backnumbers/26/no26_kikou01.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12251721/www.kantei.go.jp/jp/singi/sangyosaisei/dai5/5siryou2.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12251721/www.kantei.go.jp/jp/singi/sangyosaisei/dai5/5siryou2.pdf
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(b) 消費者物価指数（前年比，％）
16．大勢見通し，今年度，中央値．
17．大勢見通し，今年度，下限．
18．大勢見通し，今年度，上限．
19．大勢見通し，翌年度，中央値．
20．大勢見通し，翌年度，下限．
21．大勢見通し，翌年度，上限．
22．大勢見通し，翌々年度，中央値．
23．大勢見通し，翌々年度，下限．
24．大勢見通し，翌々年度，上限．
25．全員，今年度，下限．
26．全員，今年度，上限．
27．全員，翌年度，下限．
28．全員，翌年度，上限．
29．全員，翌々年度，下限．
30．全員，翌々年度，上限．

補論 2. 貸出支援策の変遷

2010 年 6 月 15 日に導入された「成長基盤強化を支援するための資金供給」を皮切りに，日銀
は金融機関に対する貸出支援策を展開してきた．本補論では，その変遷について，時系列を整理
する．

2011年 4月 7日，議長から執行部への指示として，「被災地金融機関を支援するための資金供給
オペレーション」が検討されることとなった．これを受けて，6月 14日には，前述の「成長基盤
強化支援資金供給」における新たな貸付枠の設定が決定された．

2012年 4月 10日には，成長基盤強化を支援するための米ドル資金供給の実施が決定された．ま
た，12月 20日には，「金融緩和の強化」の一環として，「貸出増加を支援するための資金供給」が
決定された．
量的・質的金融緩和政策が継続されるなか，2014年 2月 18日には，貸出増加支援資金供給等の
延長・拡充が決定された．また，2016年 3月 15日には，「設備投資および人材投資に積極的に取
り組んでいる企業を支援するための指数連動型上場投資信託受益権買入等に関する特則」が制定さ
れた．
新型コロナウイルス感染症が拡大するなか，2020年 3月 16日には，「新型感染症拡大の影響を
踏まえた金融緩和の強化」の一環として，「新型コロナウイルス感染症にかかる企業金融支援特別
オペ」の導入が決定された．また，2021年 3月 19日には，「より効果的で持続的な金融緩和」の
一環として，「貸出促進付利制度」が導入された．さらに，7月 16日には，「気候変動対応を支援
するための資金供給」が導入された．
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補論 3. クロノロジーの記述に関する元資料

本補論では，第 2 節，第 3 節，および補論 2 における個々の記述について，その出所を
掲載する．なお，第 3 節の政策委員の投票結果については，「金融政策決定会合議事要旨」
（https://www.boj.or.jp/mopo/mpmsche_minu/minu_all/index.htm）が出所である．

「2-6．議事要旨の公表」
第 1段落

・金融政策決定会合で議論された内容は，「議事要旨」として日銀ウェブサイトで公表される．

　「金融政策決定会合議事要旨」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmsche_minu/minu_all/index.htm

第 2段落

・なお，会合における全ての発言は，「議事録」として，…で公表される．

　「金融政策決定会合議事録」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmsche_minu/record_all/index.htm

「2-7．「主な意見」の公表」
第 1段落

・2015 年 12 月…「金融政策決定会合における主な意見」…になった．

　「金融政策決定会合における主な意見」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmsche_minu/opinion_all/index.htm

「2-8．展望レポートの公表」
第 1段落

・2000 年 10 月 31 日…「経済・物価情勢の展望」の公表が開始された．

　「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/outlook/index.htm

第 2段落

・日銀は，新日銀法施行前から，…「金融経済月報」を公表していた．

　「金融経済月報」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/outlook/gp_index.htm

「3-1. 1998～2006年：ゼロ金利政策と量的緩和政策」
第 1段落

・新日銀法施行後，…調節方針（1998 年 4 月 9 日公表）は，…と決定された．

　「1998 年 4 月 9 日 当面の金融政策運営について（現状維持）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_1998/k980409.htm

https://www.boj.or.jp/mopo/mpmsche_minu/minu_all/index.htm
https://www.boj.or.jp/mopo/mpmsche_minu/minu_all/index.htm
https://www.boj.or.jp/mopo/mpmsche_minu/record_all/index.htm
https://www.boj.or.jp/mopo/mpmsche_minu/opinion_all/index.htm
https://www.boj.or.jp/mopo/outlook/index.htm
https://www.boj.or.jp/mopo/outlook/gp_index.htm
https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_1998/k980409.htm
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・その後，1998 年 9 月 9 日には…と変更された．

　「1998 年 9 月 9 日 当面の金融政策運営について（金融市場調節方針の一段の緩和）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_1998/k980909c.htm

第 2段落

・不況が好転しないなか，1999 年 2 月 12 日には調節方針が，…と変更された．」

　「1999 年 2 月 12 日 当面の金融政策運営について（金融市場調節方針の一段の緩和）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_1999/k990212c.htm

第 3段落

・1999 年 10 月 13 日には，調節方針が，…と変更された．

　「1999 年 10 月 13 日 当面の金融政策運営について（ゼロ金利政策の継続）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_1999/k991013.htm

・この変更の背景としては，コンピュータのいわゆる「2000 年問題」があり，…あった．

　「1999 年 10 月 13 日 金融市場調節手段の機能強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_1999/k991013b.htm

　「1999 年 10 月 13 日 コンピューター 2000 年問題を踏まえた金融市場調節及び貸出運営の対応について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_1999/k991013a.htm

・2000 年に入り…,2000 年 8 月 11 日には，調節方針が，…と変更された．

　「2000 年 8 月 11 日 金融市場調節方針の変更について（ゼロ金利政策を解除）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2000/k000811.htm

第 4段落

・その後，景気が再び悪化し，2001 年 2 月 28 日には，調節方針が，…が行われた．

　「2001 年 2 月 28 日 金融市場調節方針の変更および公定歩合の引き下げについて」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2001/k010228a.htm

・続く決定会合の 2001 年 3 月 19 日には，調節方針が，…と変更された．

　「2001 年 3 月 19 日 金融市場調節方式の変更と一段の金融緩和措置について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2001/k010319a.htm

　「2001 年 3 月 19 日（参考 2）新しい金融調節方式 Q ＆ A」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2001/k010319c.htm

・脚注 9「フォワードガイダンスの導入は，1999 年 4 月 13 日の…とされている．

　「総裁定例記者会見要旨（4 月 13 日）」

　 https://www2.boj.or.jp/archive/announcements/press/kaiken_1999/kk9904a.htm
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https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2001/k010319a.htm
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・なお，続く決定会合に伴う 2001 年 4 月 13 日の調節方針では，…わけではない．

　「2001 年 4 月 13 日 当面の金融政策運営について（現状維持）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2001/k010413.htm

第 5段落

・2001 年 8 月 14 日の調節方針では，…と変更された．

　「2001 年 8 月 14 日 金融市場調節方針の変更について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2001/k010814.htm

・続く決定会合の 2001 年 9 月 18 日の調節方針では，…に変更された．

　「2001 年 9 月 18 日 金融市場調節方針の変更および公定歩合の引き下げ等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2001/k010918.htm

・さらに，2001 年 12 月 19 日の調節方針では，…と変更された．

　「2001 年 12 月 19 日 金融市場調節方針の変更等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2001/k011219a.htm

　「2002 年 10 月 30 日 金融市場調節方針の変更等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2002/k021030.htm

第 6段落

・2003 年 3 月 5 日の調節方針では，3 月 31 日までは，…と変更された．

　「2003 年 3 月 5 日 当面の金融政策運営について（現状維持）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2003/k030305.htm

・この変更は，理由に明記されているとおりで，…による．

　「2003 年 3 月 5 日（参考）日本郵政公社の日本銀行に対する預け金の保有について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2003/mok0303b.htm

・続く 4 月 8 日の調整方針では，…とだけ記述された．

　「2003 年 4 月 8 日 当面の金融政策運営について（現状維持）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2003/k030408a.htm

第 7段落

・2003 年 4 月 30 日の調節方針では，…と引き上げられた．

　「2003 年 4 月 30 日 金融市場調節方針の変更等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2003/k030430.htm

　「2003 年 5 月 20 日 金融市場調節方針の変更について」

https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2001/k010413.htm
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　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2003/k030520.htm

・2003 年 10 月 10 日の調節方針では，…が行われた．

　「2003 年 10 月 10 日 金融政策の透明性の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2003/k031010b.htm

・その後，2004 年 1 月 20 日の調節方針では，…に引き上げられた．

　「2004 年 1 月 20 日 金融市場調節方針の変更について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2004/k040120.htm

「3-2. 2006～2012年：一時的な短期金利政策と世界的な金融危機への対応」
第 1段落

・景気回復を背景に，2006 年 3 月 9 日には，調節方針が，…と変更された．

　「2006 年 3 月 9 日 金融市場調節方針の変更について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2006/k060309.htm

・この決定会合では，「第 1 の柱では，…となった．

　「2006 年 3 月 9 日 新たな金融政策運営の枠組みの導入について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2006/k060309b.htm

第 2段落

・加えて，「物価の安定」についての考え方も公表され，…で一致した．

　「2006 年 3 月 10 日 「物価の安定」についての考え方」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2006/mpo0603a.htm

第 3段落

・さらに，7 月 14 日には，調節方針が，…が解除された．

　「2006 年 7 月 14 日 金融市場調節方針の変更について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2006/k060714.pdf

・その後，2007 年 2 月 21 日には，調節方針が，…となった．

　「2007 年 2 月 21 日 金融市場調節方針の変更について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2007/k070221.pdf

第 4段落

・10 月 31 日には，調節方針が，…となった．

　「2008 年 10 月 31 日 金融政策の変更等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2008/k081031.pdf

・12 月 19 日には，調節方針が，…となった．
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　「2008 年 12 月 19 日 金融政策の変更について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2008/k081219.pdf

第 5段落

・金融危機の影響による金融市場の混乱のなか，…が導入された．

　「2008 年 10 月 31 日 「資金供給円滑化のための補完当座預金制度基本要領」の制定等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2008/mok0810g.pdf

・これは，日銀が受入れる当座預金および準備預り金のうち，…である．

　「2008 年 10 月 31 日（参考）補完当座預金制度の概要」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2008/mok0810f.pdf

第 6段落

・日本経済が直面していた重要課題として，…が導入された．

　「2010 年 6 月 15 日 当面の金融政策運営について（現状維持，成長基盤強化を支援するための資金供給

の導入）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2010/k100615.pdf

　「2010 年 6 月 15 日 「成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」の制定等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2010/mok1006b.pdf

第 7段落

・2010 年 10 月 5 日には，調節方針が，…となった．

　「2010 年 10 月 5 日 「包括的な金融緩和政策」の実施について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2010/k101005.pdf

・この資産買入等の基金の規模は，続く 10 月 28 日の決定会合で…が決められた．

　「2010 年 10 月 28 日 当面の金融政策運営について（現状維持，資産買入等の基金の創設）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2010/k101028.pdf

　「2010 年 10 月 28 日 「資産買入等の基金運営基本要領」の制定等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2010/mok1010f.pdf

第 8段落

・2011 年 3 月 14 日には，…が追加された．

　「2011 年 3 月 14 日 金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2011/k110314a.pdf

・続く 4 月 7 日には，調節方針からこの文言が削除された．

　「2011 年 4 月 7 日 当面の金融政策運営について（現状維持，議長から執行部への指示）」

https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2008/k081219.pdf
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　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2011/k110407a.pdf

・この間，3 月 14 日には，調節方針が，…となった．

　「2011 年 3 月 14 日 金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2011/k110314a.pdf

・その後，調節方針で資産買入等の基金を，…追加的な緩和措置が続いた．

　「2011 年 8 月 4 日 金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2011/k110804a.pdf

　「2011 年 10 月 27 日 金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2011/k111027a.pdf

　「2012 年 2 月 14 日 金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2012/k120214a.pdf

　「2012 年 4 月 27 日 金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2012/k120427a.pdf

　「2012 年 9 月 19 日 金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2012/k120919a.pdf

　「2012 年 10 月 30 日 金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2012/k121030a.pdf

　「2012 年 12 月 20 日 金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2012/k121220a.pdf

・この間，12 月 20 日には，…が導入された．

　「2012 年 12 月 20 日 「貸出支援基金運営基本要領」の制定等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2012/rel121220c.pdf

第 9段落

・また，2012 年 2 月 14 日には，…が導入された．

　「2012 年 2 月 14 日 「中長期的な物価安定の目途」について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2012/k120214b.pdf

「3-3. 2013～2023年：量的・質的金融緩和政策」
第 1段落

・2013 年 1 月 22 日には，…が導入された．

　「2013 年 1 月 22 日 「物価安定の目標」と「期限を定めない資産買入れ方式」の導入について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2013/k130122a.pdf
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　「2013 年 1 月 22 日 金融政策運営の枠組みのもとでの「物価安定の目標」について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2013/k130122b.pdf

　「2013 年 1 月 23 日 「物価の安定」についての考え方に関する付属資料」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2013/rel130123a.htm

・また，「デフレ脱却と持続的な経済成長の…（共同声明）」が公表された．

　「2013 年 1 月 22 日 デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について
（共同声明）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2013/k130122c.pdf

第 2段落

・2013 年 4 月に黒田総裁が就任し，…が導入された．

　「2013 年 4 月 4 日 「量的・質的金融緩和」の導入について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2013/k130404a.pdf

第 4段落

・2014 年 10 月 31 日には，…が行われた．

　「2014 年 10 月 31 日 「量的・質的金融緩和」の拡大」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2014/k141031a.pdf

第 5段落

・2016 年 1 月 29 日には，…が導入された．

　「2016 年 1 月 29 日 「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160129a.pdf

・2016 年 7 月 29 日には，「金融緩和の強化」として，…を行った．

　「2016 年 7 月 29 日 金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160729a.pdf

第 6段落

・2016 年 9 月 21 日には，…が導入された．

　「2016 年 9 月 21 日 金融緩和強化のための新しい枠組み：「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160921a.pdf

第 7段落

・2018 年 4 月，黒田総裁が再任され，…が行われた．

　「2018 年 7 月 31 日 強力な金融緩和継続のための枠組み強化」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2018/k180731a.htm
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第 8段落

・新型コロナウイルス感染症の拡大を背景として，…が打ち出された．

　「2020 年 3 月 16 日 新型感染症拡大の影響を踏まえた金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2020/k200316b.htm

・後者については，…が行われた．

　「2020 年 3 月 16 日（参考）新型コロナウイルス感染症にかかる企業金融支援特別オペの導入について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2020/rel200316e.pdf

第 9段落

・続く，2020 年 4 月 27 日には，調節方針で，…が明記された．

　「2020 年 4 月 27 日 金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2020/k200427a.htm

第 10段落

・2021 年 3 月 19 日には，…が明確化された．

　「2021 年 3 月 19 日 より効果的で持続的な金融緩和について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2021/k210319a.htm

第 12段落

・2018 年 7 月 31 日に，金融政策決定会合後の総裁記者会見で，…とみなすことができる．

　「2018 年 8 月 1 日 総裁定例記者会見（7 月 31 日）要旨」

　 https://www.boj.or.jp/about/press/kaiken_2018/kk180801a.htm

・2021 年 3 月 19 日には前述のとおり，…が明記された．

　「2022 年 12 月 20 日 当面の金融政策運営について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2022/k221220a.htm

第 13段落

・2023 年 4 月，植田総裁が就任し，同年 7 月 28 日には，…が明記された．

　「2023 年 7 月 28 日 当面の金融政策運営について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2023/k230728a.htm

・2023 年 10 月 31 日には，…が明記された．

　「2023 年 10 月 31 日 当面の金融政策運営について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2023/k231031a.htm

「3-4. 2024年～：短期金利政策への回帰」
第 1段落

・景気回復を背景として，2024 年 3 月 19 日には，…とした．

https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2020/k200316b.htm
https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2020/rel200316e.pdf
https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2020/k200427a.htm
https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2021/k210319a.htm
https://www.boj.or.jp/about/press/kaiken_2018/kk180801a.htm
https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2022/k221220a.htm
https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2023/k230728a.htm
https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2023/k231031a.htm
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　「2024 年 3 月 19 日 金融政策の枠組みの見直しについて」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2024/k240319a.htm

・7 月 31 日には，調節方針を…を行った．

　「2024 年 7 月 31 日 金融市場調節方針の変更および長期国債買入れの減額計画の決定について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2024/k240731a.htm

「補論 2．貸出支援策の変遷」

・2010 年 6 月 15 日に導入された…を展開してきた．

　「2010 年 6 月 15 日 当面の金融政策運営について（現状維持，成長基盤強化を支援するための資金供給の
導入）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2010/k100615.pdf

　「2010 年 6 月 15 日 「成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」の制定等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2010/mok1006b.pdf

・2011 年 4 月 7 日，議長から執行部への指示として，…こととなった．

　「2011 年 4 月 7 日 当面の金融政策運営について（現状維持，議長から執行部への指示）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2011/k110407a.pdf

・これを受けて，6 月 14 日には，…が決定された．

　「2011 年 6 月 14 日 当面の金融政策運営について（現状維持，成長基盤強化支援資金供給における新たな
貸付枠の設定）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2011/k110614a.pdf

　「2011 年 6 月 14 日 「成長基盤強化を支援するための資金供給における出資等に関する特則」の制定につ
いて」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2011/rel110614b.pdf

・2012 年 4 月 10 日には，…が決定された．

　「2012 年 4 月 10 日 当面の金融政策運営について（成長基盤強化を支援するための米ドル資金供給の実施）

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2012/k120410a.pdf

　「2012 年 4 月 10 日 「成長基盤強化を支援するための資金供給における米ドル資金供給に関する特則」の
制定等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2012/rel120410a.pdf

・また，12 月 20 日には，…が決定された．

　「2012 年 12 月 20 日 金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2012/k121220a.pdf

　「2012 年 12 月 20 日 「貸出支援基金運営基本要領」の制定等について」
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　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2012/rel121220c.pdf

・量的・質的金融緩和政策が継続されるなか，2014 年 2 月 18 日には，…が決定された．

　「2014 年 2 月 18 日 当面の金融政策運営について（貸出増加支援資金供給等の延長・拡充）」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2014/k140218a.pdf

・また，2016 年 3 月 15 日には，…が制定された．

　「2016 年 3 月 15 日 当面の金融政策運営について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160315a.pdf

　「2016 年 3 月 15 日 「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための指数連動
型上場投資信託受益権買入等に関する特則」の制定等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2016/rel160315c.pdf

　「2016 年 3 月 15 日 「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するための指数連動
型上場投資信託受益権買入等にかかる適格とする指数に関する基準等の細目」の制定について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2016/rel160315d.pdf

・新型コロナウイルス感染症が拡大するなか，2020 年 3 月 16 日には，…が決定された．

　「2020 年 3 月 16 日 新型感染症拡大の影響を踏まえた金融緩和の強化について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2020/k200316b.htm

　「2020 年 3 月 16 日（参考）新型コロナウイルス感染症にかかる企業金融支援特別オペの導入について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2020/rel200316e.pdf

　「2020 年 3 月 16 日 「新型コロナウイルス感染症にかかる企業金融支援特別オペレーション基本要領」の
制定等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2020/rel200316f.pdf

・また，2021 年 3 月 19 日には，…が導入された．

　「2021 年 3 月 19 日 より効果的で持続的な金融緩和について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2021/k210319a.htm

　「2021 年 3 月 19 日 「貸出促進付利制度基本要領」の制定等について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_2021/rel210319c.pdf

・さらに，7 月 16 日には，…が導入された．

　「2021 年 7 月 16 日 当面の金融政策運営について」

　 https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/state_2021/k210716a.htm
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